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1 .研究の動機とその背景
’ 

1 . 1高齢者の家庭内事故死

図 1の人口動態統計によれば、 65歳以上の高齢者における家庭内事故死のう

ち、誤礁による不慮の窒息が 36%と最も多く、次いで不慮の溺死（32%）、転

倒・転落（23%）と続く 1)

家庭内事故を誘発する要因が調査報告されており、住まいそのものに事故を

誘発する危険因子が存在し、危険因子を除去すればある程度は安全に快適な生

活が保障される。しかし、住まいそのものが危険因子になることは稀で、むし

ろ家庭内事故には様々な要因が入り組んでいることが一般的である。住まう高

齢者自身の身体機能面や認知機能面に何らかの不都合が生じていることが判明

している。

さまざまな理由により、閉じこもる傾向がある高齢者は老化を背景として不

活発な生活を送り、要介護状態を招きやすいとされている。身の回りに何らカ

の介護が必要となった高齢者にとって、住み慣れた住まいははたして安心で安

全な住まいといえるかどうか。高齢者の家庭内事故は、住まいという外的要因

と心身機能という内的要因との相互関係が関連しているように推察される 。

いつまでも家庭内で安心に安全に生活を営む上、超高齢社会に備えて、社会

全体の問題として対策を講じていかなければならない

その他

不慮、の中毒

3~泊

慮の窒息

32% 

不慮の溺死

図 1 65歳以上の家庭内事故死 I) 
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1 . 2要介護高齢者の推移

介護を必要とする人々が安心して自分らしい生活を送るため、平成 12年に介

護保険制度が制定された。 ところが、介護保険制度は時間経過にともないさま

ざまな問題や課題が浮上し改定の必要性が生じた。 図 2の要介護度別の推移を

みると、 2000年 4月から 2003年 8月までの間で、 要介護認定者数は 218.2万

人から 364.7万人へとし 67倍の増加がみられた。中でも要支援が 1.85倍、要

介護 lが 2.08倍と他の要介護より増加率は高く要介護 2以上では 1.46倍程度

であった 2), 3) 。増加要因については介護認定の申請数が増加した結果も考え

られる。介護が必要となった主な原因を図 3の要介護度別の構成割合をみてみ

ると、要介護度が軽度の場合、様々な要因により生活の不活発さによる身体的

老衰、骨折・転倒などの運動機能の低下がその主たる原因となっている。 要介

護度の重度化にともない、運動機能低下に関する割合が減少し、脳血管疾患が

増加する傾向がある。軽度の要介護者と重度の要介護者の有する疾患が異なる

ことがわかる 2),3) 。

つまり、 要介護認定者が増加しており、 その内訳は要支援や要介護 1といっ

た軽度な要介護高齢者であり、 要介護度の違いにより介護が必要になる原因が

異なることが判明した。前期高齢者と後期高齢者を比較すると、各要介護度と

も後期高齢者の割合が高く、特に要介護 1の後期高齢者の割合が 25.4%と、要

介護高齢者全体の 4人に 1人が要介護 1の後期高齢者ということになる 2),3）。

今後より一層、介護の重度化が十分に想定される。

表 1は要介護度のおよその目安を表わしており、要支援・要介護レベルでは

歩行に介助が要るかどうかのレベルである 4）。

1200 

600 

。

．‘竺目，....胸咽幡町ーー』ー・一

人数（千
人）

要支援 要介護 1要介護2要介護3要介護4要介護5

図 2要介護度別の推移 2), 3) 

4 
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要支援者 50.2 

要介護 1 臨喪盟 44. 1 I l 1陣開聞
脳血管疾患

要介護 2 32. 7 ．” ｜口骨折、衰弱

ロ認知症

要介護 3
• e咽ー一ー 守F ’ ・ ' . ・・ ．， ．． ．． ．． 
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; l 1. ・.ー，ー
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国その他
' L 

要介護 4
' . ． ． 

27.6 二 f 

要介護 5 15.2 

0免 20話 40免 60免 80誕 100免

図 3要介護度別にみた要介護の原因 2)• 3) 

表 1要介護度のおよその目安 文 献 4を改編

要介護度 認定の目安

要支援 ｜生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サーピスを提供すれば

改善が見込まれる。

要介護 iI身の回りの世話に見守りや手助けが一部必要な場合がある。立ち上

がり ・歩行等で支え が必要。

要介護 2I身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり ・歩行等

で支えが必要。排せつや食事で見守りや手助けが必要。

要介護 3I身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排せつ等で全般

的な介助が必要。

要介護 4I日常生活を営む機能がかなり低下しており 全面的な介助が必要な

場合が多い。問題行動や理解低下もあり立ち上がりや歩行などがほ

とんどできない。

要介護 5I日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。

多くの問題行動や全般的な理解低下もあり意思の疎通が困難。

5 
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1. 3後期高齢者の骨折事故

救急出動件数における一般負傷の原因について宮野 5）は、各年齢区分に共通

して転倒を原因とするものが多くみられ、特に 65歳以上に転倒の比率が一段と

高くなる傾向があると報告している。図 4は大阪市消防局の救急搬送記録より、

転倒事故における救急搬送件数割合を示したものである 5）。 性差、 前期・後期

高齢者に拘わらず全体的に打撲や創傷の占める割合が多くみられ、男女とも 75

歳以上の後期高齢者になると骨折の割合が急増していることがわかる。 男性で

は約 go/oに対し女性では約 25%が骨折を受傷しており、平均寿命における性差

の違いもみられ、後期高齢者の女性のほうが、転倒事故により骨折を受傷する

危険性が高いことが判明した。在宅の高齢者の転倒の頻度について安村による

と 6）、秋田県、東京都、新潟県、静岡県、沖縄県、北海道で行われた 6つの cohort

studyでは、 10%弱～20数%と報告がされている。 さらに、 前期高齢者と後期

高齢者を比較すると、転倒の発生率は後者で有意に高く、 特に高齢になるほど

発生率は急上昇するという調査結果が多く、 いずれの地域、

向があるとしている。

中氏

~ 

後期高齢者

前期高齢者

後期高齢者

前期高齢者

?・ 33. 7 

8. 7 

30.5 

2. 1 
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序論

1 . 4高齢者の肺炎

図 5に示す 65歳以上の死亡原因を上位から見てみると悪性新生物、心疾態、

脳血管疾患、肺炎と続く 7）。肺炎は日本における死因の第 4位である。肺炎の

発症率は加齢とともに増加し肺炎で死亡する人 95%は 65歳以上の高齢者であ

りその割合は増加傾向にあって、しかも高齢者肺炎のほとんどが礁下性肺炎で

あると、 Kikuchi8＞らは報告している。

その他
26免

消化器疾患
4覧

肺炎
10免

脳血管疾患
15免

悪性新生物
29覧

心疾風高血

圧性を除
く）
16免

図 5高齢者の死亡原因 7)

また、要介護状態高齢者であれば肺炎により活動が制限され長期の安静臥床

を続けると廃用が進行し、機々な合併症を引き起こす危険性をはらんでいる。

同時に介護度の重度化だけでなく、病院や施設入所者の死因にもなりかねない。

すなわち、肺炎は高齢者、とりわけ要介護状態の高齢者にとっては介護度の

重度化や死亡率の上昇を招き医療費や介護費用を増大させる原因の大きな要因

の一つであるといえる。高齢者の肺炎の重度化や肺炎による死亡の原因には、

心不全、肺疾患、腎不全、結尿病などの基礎疾患 の存在とともに、繰り返す誤

燃が挙げられる。 Kikuchiら 8）の調査によると、肺炎を発症した高齢者の多く

は帳下反射や咳反射が低下しており、夜間睡眠中に口腔内細菌の不顕性誤燃が

肺炎の原因である可能性を示唆している。日頃、不顕性誤鳴を繰り返し肺炎に

ならない人でも、全身状態の悪化や風邪や気管支炎など呼吸器疾思を起こした

とき、肺炎を発症する。肺炎になると栄養状態や免疫機能がさらに低下し、繰

り返す不顕性誤燃のため肺炎が重度、重症化し、ついに死にいたることになり

かねない。
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1 . 5寝たきりの原因

図 6は平成 16年国民生活基礎調査による寝たきりの主要原因を表わしたも

のである I）。第 1位は脳血管疾患である。先の要介護度別の原因でも触れたが

要介護 5の原因疾患の 44.5%が脳血管疾患であることと関連する。脳血管疾患

は四肢の運動麻症により日常生活が著しく制限されるだけでなく、摂食樵下を

司る口腔機能にも影響を及ぼす。仮性球麻療や球麻痩による構音障害、摂食礁

下障害を合併することが多い。また、明らかに脳血管疾患と診断されていなく

とも、高齢者の多くは無症候性脳梗塞が潜んでいる可能性がある。

図 7は要介護度別にみた礁下性肺炎の可能性がある割合を示したものである

9）。軽度要介護者ではその割合は小さいものの、介護度が重度化するに従い、

誤燃や窒息の危険性が大きい。要介護状態が重度化すれば礁下性肺炎（不顕性

肺炎）が増加する傾向がある。要介護 4・要介護 5レベルのおよその目安は表 1

に示すとおり、身の回り全般にわたり介助が必要であり、ほぼ寝たきりレベノレ

と理解できる。

以上のように、今後介護が必要とされる高齢者の割合は増加する傾向があり、

その多くは後期高齢者であることがわかった。

転倒事故による骨折を受傷する背景には、加齢からくる虚弱と生活の不活発

さによる運動機能低下により、後期高齢者は安全な外出が困難となる。閉じこ

もる傾向が続くと廃用症候群が進行し、ますますバランス機能の低下を引き起

こして骨折発生率、危険度も高くなる。

一方で誤嚇事故により肺炎を発症する背景には、脳血管疾患による全身に及

ぶ運動麻症の影響により身体の自由が損なわれ寝たきり状態を招く。麻療によ

る障害は仮性球麻療として口腔機能にも影響を及ぼし、摂食礁下機能の障害に

及ぶこともある。さらに高齢が進むと頻繁なむせの出現など、誤嚇リスクが高

くなり燃下性肺炎（不顕性肺炎）を患い、死を招く危険性が潜んでいる。

このような観点から要介護状態にある虚弱な高齢者の日常生活の安全性を高

める目的で、本研究では転倒事故ならび誤模事故の事故特性を究明し、転倒事

故にはバランス機能を、誤礁事故には摂食礁下機能にそれぞれ働きかける臨床

的検証を行っている。

8 



要介護 5

要介護4

要介護 3

要介護 2

要介護 1

要支援

U
乱
明
刊

ν回
怜

r－

E
P
レ
b
臥
？

序論

その他
22免

" 

関節疾患

（リウマ

チ等）

4免

崎
患
鳩

山
刷
疾
引

骨折・

転倒

11免

認知症

14免

高齢に

よる衰弱

14免

図 6寝たきりの原因疾患 1) 

45 

17%, 

10 

7 

－． 

0判 10覧 20覧 30判 40免 50話

図 7 礁下性肺炎の発生割合 9)

9 

． 
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2. 既往研究

高齢者の転倒事故に関する要因分析、誤嚇事故に関する研究はこれまでにも

多数行われている。以下に、本論文の流れに沿って既往研究を整理する。

2. 1転倒事故の原因に関する既往研究

高齢期の転倒事故の発生には老化現象や疾病・障害に加え、物的環境など多

種多様な要因が相互に複雑に関連しあっている。転倒発生の関連要因は外的要

因と内的要因に大きく分けられる。

家庭内の転倒事故の外的要因については、折茂ら 10）はわずかな段差（敷居）、

滑りやすい床、履物（スリッパ）などを指摘している。 Northridgeら 11）の報告

では室内における貯蔵の問題（storageproblems）、散らかし（clutter）、小さ

な敷物の問題（smallrug problems）、照明不足（poorlightening）など 8要因が

取り上げられている。

高齢者の転倒事故の内的要因については、 Lucht12）によれば目舷や気絶、歩行

障害、錯乱、近視など 7項目を挙げている。員野 13）は感覚要因（深部感覚障害、

視覚障害、前庭障害など）、高次要因（注意障害、睡眠障害、意識障害、認知障

害など）、運動要因（筋力低下、全身持久力低下、協調性障害、骨関節機能障害

など）の 3つに要因を整理している。折茂ら 10）は内的要因を年齢や転倒の既往

などの不可変的因子と視力障害、薬物服用、平衡機能失調などの可変的因子に

分類している。

近年、通常歩行速度が転倒発生の予測因子として注目されており The EPIDOS 

prospective study14）では、後期高齢者の女性 7575名を対象に 1.9年間追跡調

査し、歩行速度の低下が転倒と大腿骨頚部骨折の独立した危険因子であると報

告している。国内における地域高齢者を対象に 5年間の追跡調査においても、

鈴木ら 15）によると、歩行速度の遅いものほどその後に複数回の転倒経験の割合

が高くなるとしている。次に歩行速度に影響を及ぼす要因について検討する。

これまでにも高齢者の歩行速度と下肢筋力には密接な関係が指摘されている

16）。また高齢者においては下肢筋力とバランス機能が密接に関係していること

も指摘されている 17）。このような先行研究より高齢者のバランス機能には下肢

の筋機能低下が重要な要因であることが示唆される。一方で、 Chandler ら 18)

は筋力の向上は必ずしもバランス機能の向上には寄与しないという報告もある。

今日では下肢筋力練習のみならず、バランス練習を組み合わせた介入が効果的

とされている。

10 
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l、

2. 2 バランス能力向上に関する既往研究

大規模な多施設地域研究である T.he FICSIT (Frai.l ty at1d Injuries: 

Cooperative Studies of Intervention Techniques) 19）は高齢者における虚弱

や転倒による傷害を減少させるための介入効果を調べるため、米国の 8つの地

域において異なる介入方法で無作為割付臨床試験を行った。介入項目は「複合

的な運動 j、「筋力強化j、「バランス練習 j、「持久的有酸素運動J、「柔軟運動 j

の 5項目であった。そのシステマティック・レヴューの結果によれば、運動以

外の介入効果も加味した場合には、筋力増強練習やバランス練習などを含んだ

「複合的な運動 j 介入、および「バランス練習 j を行った者において転倒予防

効果があったと報告している。運動による効果のみ抽出した場合には、バラン

ス練習のみにおいて転倒予防効果が認められた。このバランス練習には太極拳

のようなゆっくりした動きの中でバランスを保つ練習や、コンピュータによる

フィードパック機構を利用した立位保持練習が取り入れられていた これらの

介入の中で太極拳を施行した群において、もっとも高い転倒予防効果が認めら

れている。

2.3誤礁性肺炎に関する既往研究

高齢者の肺炎による死亡の原因には基礎疾患の存在とともに、繰り返す誤嚇

が報告されている 7）。肺炎の原因についてはその多くは睡眠中による口腔内細

菌の不顕性誤機（むせこみや咳が見られない誤明記）である可能性が示唆されて

おり 20）、誤燃性肺炎は高熱が出ないことも多く、単純 X線所見による肺炎像の

診断は困難であるとされτいる 21）。

介護度が重度化するにつれて誤礁性肺炎の割合も高くなり、肺炎を発症した

高齢者の多くは句集下反射や咳反射が潜在的に低下しており、食事中のむせこみ

や、食物が喉頭につかえたりするという症状が見られなくとも、夜間就寝中に

唾液が下気道や肺に不顕性誤句集を起こしていることが判明している 22）。鴨下反

射に先立ち、ごく少量のすばやい咽頭流入に対して声帯が閉鎖する反射（咽頭

声門閉鎖反射）があり、気道防御の重要な反射機構である。高齢者は若年者よ

り有意にこの反射を引き起こす闇値が高いことが報告されている 23）。明確に脳

血管障害症状が認められなくとも、高齢者の約半数には無症候性脳梗塞（微1j

脳梗塞）が潜んでおり 24）、無症候性を含めた脳捜塞などにより、機下反射や咳

反射が低・下し誤燃性肺炎を招く危険性は高いことが窺がえる。
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2.4摂食瞭下障害に関する既往研究

高齢者では歯の欠損や、口腔顔面筋群の筋力低下、舌運動の低下により、阻

鴨能力の低下を認める。また多くの高齢者は唾液の分泌が減少しており前期高

齢者の約 50°/o、後期高齢者の約 60%は口腔乾燥の訴えがあった 25）。加齢によ

る口唇閉鎖能の低下もあり、眠鴫能力や食物移送が困難になる。

70歳以上では帳下反射開始の遅れや礁下反射運動の速度が低下し、食道入口

部の機能不全など、咽頭の機能低下が多数報告されている。若年者とくらべ誤

燃の頻度が有意に増加することはないが、鴨下の予備能は低下しているため、

全身状態に変化があった場合には誤燃や窒息を生じる危険性がある。

脳血管障害による鴨下障害の頻度は、急性期では約 30～50%に認められ、そ

の後多くは経口摂取が可能になり約 10%のみが永久的経管栄養だったとされ

ている 26）。また、窪田らは、慢性期における脳血管障害の患者のうち、 34%に

何らかの城下障害が認められると述べている 27）。

脳血管疾患の摂食礁下障害の原因については、運動麻療をはじめ顔面、口唇、

舌など口腔領域にも運動麻療を呈する仮性球麻症によるものである。仮性球麻

療症状とは口唇閉鎖不全による流誕（よだれ）をはじめ舌の麻療による食塊形

成や送り込みの困難、礁下反射の惹起の遅れ、タイミングの遅延などにより誤

礁が生じやすい。

加齢により岨蝶力低下、唾液分泌の減少、横下反射低下など摂食礁下機能全

般の低下があっても生活上に支障を来たすほど顕在化しない。ところが、脳血

管障害などを患うと仮性球麻療の影響も加わり摂食味下機能が著しく障害され

ことが多い

2・. 5摂食瞭下機能向上に関する既往研究

脳血管障害による摂食・鴨下障害の要因は仮性球麻療のほかに、姿勢緊張の

異常による頚部・体幹のコントロールの問題 28）や呼吸機能障害、頚部の過緊張

による喉頭運動の限害 29）など、運動障害が二次的に摂食・礁下機能を障害する

可能性がある。そこで摂食鴨下障害のリハビリテーション手法は口腔領域と全

身領域に分かれる。口腔領域では減弱している鴨下反射に対するアイスマッサ

ージ、仮性球麻療に対しての礁下体操など一般的に行われている。全身領域に

は半身麻療による影響が姿勢や動作を著しく阻害しているため、座位姿勢保持

の練習、介助でできる動作の練習を行う。

12 



脳血管障害による摂食・司祭下障害の理学療法は、良肢位での坐位保持を目的

とした姿勢筋緊張の調整、努力性呼吸や咳轍困難に対する呼吸理学療法などが

ある。また、句集下機能の改善に対する試みでは、頭頚部の可動域訓練 29）、舌骨

上筋群の筋力強化を目的にした頭部挙上練習（Shakerexercise) 30＞、舌骨上筋群

の短縮に対する徒手的理学療法 31）、寒冷刺激による鴨下反射の誘発など、運

動麻療や異常姿勢といった礁下障害の二次的な阻害因子に対する取り組みが報

告されている。

近年、被食嚇下障害者に対する口腔ケア（図的が誤礁性肺炎の予防だけでな

く、礁下反射や咳反射をも改善する報告がされているが 32）その効果については

まだ研究途上である。脳血管疾患に対する摂食句集下障害の誤嚇予防については、

食前の鴨下体操、食物形態の工夫、食事姿勢の検討が従来から紹介されている。

誤礁リスクが小さい安全な磯下方法ならび介助法など、従来の取り組み内容は

摂食嚇下機能の改善というよりはむしろ、継続的に安全な経口摂取を行う代償

的なアプローチが主流であるといえる 。
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3. 研究目的

虚弱高齢者の転倒ならび誤械事故に関してまず念頭におかなければならいこ

とは、高齢者の運動機能や認知機能は加齢に伴い衰え、環境との問に何らかの

零離が生じ事故が発生するということである。その対策として環境そのものを

高齢者の心身機能に対応したものに整備することが要求される。さらに衰えた

運動機能や認知機能を環境に適応するよう働きかけることも重要である。そこ

で事故特性から見た高齢者の運動機能や認知機能を考察し、問題点を明確にす

る必要がある。

介護予防事業のひとつである転倒予防教室などでは、運動器の機能向上を目

標に挙げている。その理由として、これまでの多くの横断的な転倒調査研究に

よって運動器の機能低下が転倒経験と関わっており、このような機能を向上さ

せることが転倒予防に有用だと考えられてきた。しかしながら、身体機能低下

のみが必ずしも転倒に関与しているのではなく、前向き研究調査においても、

村田ら 33）の報告では注意力低下や運動イメージの歪み、山田ら 34）は情報処理能

力の低下といった高次な認知機能の関与が近年報告されている。

Shumway・ Cook ら 35）はバランス保持に関わる身体機能を行動、知覚、認知

の 3つに分類しており、そのうえでバランスを保持するための諸システムを定

義している。転倒事故予防を目的とした虚弱高齢者対象の運動介入方法につい

ては、下肢筋力強化練習、バランス練習を中心に筋骨格要素（筋力・柔軟性）、

神経筋調節といった行動・運動に主眼を置いた戦略が中心である。感覚戦略・

内部表象などの知覚システムや、適応的機構・予測機構といった認知システム

に焦点をあてた転倒予防の戦略はほとんどみられない。

Buchnerら 36）は高齢者対象に筋力訓練を行ったところ、筋力増強はしたもの

のバランス能力の向上には至らず、転倒予防につながらなかったとしている。

Nowalk問、 Pavol38）も同様に筋力の向上は見られたものの，転倒発生率は変わ

らないという結果であった。

そこで高齢者のバランス能力向上を目的に知覚・認知機能に働きかける運動

戦略について研究する。

誤燃性肺炎予防を目的とした取り組みは口腔清掃による口腔内細菌の軽減に

よりその効果が報告されている 39) 40）。摂食礁下障害のリハビリテーションなど

は包括的かつ系統的な摂食嚇下障害の支援が確立していないのが現状である。

なぜなら摂食礁下障害の臨床像が極めて個別性であり、かっ取り組み内容は従

事者の経験に左右されやすいからである。慢性期脳血管障害患者の摂食礁下障
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害には運動麻療や仮性球麻療による身体機能低下、覚醒状態や注意力といった

認知機能など、様々な要因が潜んでおり実態把握が十分に解明されていない。

そこで本研究では摂食句集下障害のある脳血管障害患者を中心に摂食 ・礁下機能

に影響を及ぼす因子を調査し総合的に分析する。

また、摂食嚇下リハビリテーション手法では仮性球麻療による口腔機能や運

動麻療による全身機能に働きかける筋骨格系・神経筋調節に対するアプローチ

が大半を占める。つまり、運動麻療や異常姿勢といった礁下障害の二次的な阻

害因子に対する取り組みがほとんどである 。

大熊ら 41）は、重度の摂食・鴨下障害の症例を対象に、対応が難渋した要因と

して礁下機能障害のほかに、認知障害を大きな要因として挙げており、その対

処法は今後の重要な検討課題としている。しかし、認知機能の視点から摂食 ・

嚇下障害に対する試みは、塚本ら 42）による知覚課題を用いた即時的な効果に関

する報告のみで、長期的な学習効果をねらった継続した認知機能への取り組み

はみられない。そこで本研究では慢性期脳血管障害態者を対象に摂食鴨下機能

の向上を目的に知覚・認知機能に働きかける取り組みを研究する。

ー '" 
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4. まとめ

介護保険制度における要介護高齢者の推移や要介護の原因を整理する結果、

軽度要介護者の増加傾向が著しく、要介護度の違いにより介護が必要となる原

因疾患が異なることが判明した。軽度の介護状態を引き起こす原因として、’骨

折・転倒など、運動機能低下によるものが多くみられた。重度の介護状態を引

き起こす原因としては、脳血管疾患の占める割合が多くみられた。

家庭内事故の特性を整理した結果、転倒の頻度ならび転倒事故により骨折を

受傷したひとの多くは後期高齢者であり、しかも虚弱高齢者の女性であった。

さらに、高齢者の肺炎を引き起こす原因については嚇下反射や咳反射が低下し

夜間就寝中に誤燃を繰り返す不顕性誤燃によるものとされている。要介護別の

帳下性肺炎の発症割合を調べると、脳血管疾患による重度な要介護状態、つま

り寝たきり状態の高齢者が多いことが判明した。

先行研究の知見について、転倒事故の原因では身体機能面、とりわけバラン

ス機能との関係に焦点をあて記述・整理した。誤礁事故の原因にいては、カ日齢

や脳血管疾患による摂食味下機能との関係に焦点をあて記述・整理した。バラ

ンス機能や摂食礁下機能を支援・向上させる手法の問題点を指摘し、本論文の

研究目的とその方向性を記した。

次に本論文の構成を提示する。本論文は図 9に示すように序論、本論、結論

からなり、本論は 3章で構成されている。

第 1章では転倒事故ならび誤聞無事故の背景から本研究の対象者を明確にし、

その対象者における身体属性と環境適応能について整理・分析する。

第 2章では軽度要介護高齢者を対象に、立位バランスと環境適応能の関連性

を調べ、得られた知見に基づき、転倒予防に向けたバランス練習の有効性を探

る。

第 3章では重度要介護高齢者を対象に、摂食城下機能に及ぼす影響を調べ、

得られた知見に基づき、誤礁予防に向けた摂食味下の取り組みを実践する。

結論では、本論文で得た知見をまとめ今後の展望として、日常生活事故の予

防支援のため、著者自身が理学療法士であるため、医療従事者の立場から提案・

提言を述べる。
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第 1章対象者の定義と身体属4笠

1-1 はじめに

本研究における転倒事故の対象者は序論では後期高齢者、虚弱高齢者さら

に要介護高齢者と十分に明確化されておらず、誤嚇事故についても脳血管疾

患、寝たきり、要介護高齢者と、その対象者が十分に明確されていなかった。

そこで第 1章の目的の一つは、転倒事故ならび誤句集事故の背景から、本研

究の対象者を明確にすることである。対象者の定義化が行えれば、その対象

者における身体属性を検出することが可能となる。

序論で述べたように転倒事故を引き起こすバランス能力低下に関する研

究はいくつか報告されている。そこでは筋力を中心とした筋骨格系システム

については詳細な検討がなされているが、注意・知覚といった認知系システ

ムの面からの検討はまだまだ十分とはいえない。誤機事故を招く摂食礁下！毒

害の要因についても、反射を含めた口腔機能に関する検討はされてきている

が、環境への知覚・認知といった環境適応能の面からの検討については皆無

に等しい。必要に応じて環境へ注意を向け、その情報を知覚・認知するとい

った環境適応能の視点からバランス能力や摂食鴨下能力を把鑑することは、

事故予防を講じる際の重要な情報となり、予防を企てる方略を検討すること

にも役立っと考える。そこで、本章の二つ目の目的は検出された身体属性カ

ら転倒事故と誤礁事故に関わる環境適応能の諸問題を整理し明らかにする

ことである。
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第 1章対象者の定義と身体属性

1-2対象者の 定義
． 

1-2-1転倒予 防支媛の対象者

厚生 労 働 省の高齢者リハビリテーション研究会中間報告書の「高齢者リ

ハビリテーションのあるべき方向（平成 16年 1月） J＇ では高齢者リハビリ

テーションの現状、介護保険制度施行後の課題が検討されている 1) I 2）。これ

まで、わが国の予防や医療・介護のリハビリテーションは歴史的にも脳卒中

を主要な対象として形成されてきた。図 1-1に示すのが脳卒中モデルである。

その理由としては、脳卒中は、かつて死因の第 1位を占め、現在でも要介護

状態となる原因の第 1位 の疾患であることから、リハビリテーション医療の

対象として重きがおかれ、モデノレとして発展してきたことによる。

健 康 増 進 急性期リハ 集中的リハ l断 続 的 リ ハ

生
活
機
能

発
症

予防 治 療 再発予防

図 1;-1 脳卒中モデル 1) I 2) 
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第 l章対象者の定義と身体属性

一方、後期高齢者では廃用症候群や変形性骨関節症のように徐々に生活機

能が低下するものも多く、早期から予防とリハビリテーションを行うことが

効果的であるが、その重要性に対する認識が不十分であった。このようなこ

とから、廃用症候群のように徐々に後期高齢者の生活機能が低下するものに

ついては、これを第 2のモデル（図 1-2廃用症候群モデル）として、脳卒中

モデルと並ぶ新たな枠組みとして取り上げる必要性が書かれている 。

後期高齢者に多い衰弱を含め、高齢者の心身機能の低下は、今後は十分に

認識される必要がある。廃用症候群は、在宅や施設での原疾患の急性期から

慢性期にわたる治療や療養において、本来必要で あ る以上の安静（過度の安

静）の指導、早期離床や早期の日常生活活動の向上のための取組みが不十分

であることによって生じる。
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図 1-3 は高齢者リハビリテーション研究会報告による要介護状態の原因

となった疾患を前期高齢者と後期高齢者に分類したものである。廃用症候群

が原因と思われる「転倒・骨折、衰弱 Jの割合が大きいのは後期高齢者であ

ることがわかる。序論でも紹介したが、転倒の発生率においては、後期高齢

者の方が多い。また、序論の図 3における「骨折・衰弱の割合 j と、図 7の

「樵下性肺炎の割合 j を合わせ作成したのが図 1・4である。図 1-4から「要

支援・要介護 lJ レベルといった、比較的軽度な要介護を必要とする高齢者

は「転倒・骨折、衰弱 j により、介護を受ける割合が多く見受けられる。生

活の不活発さによる廃用性症候群によるものと考える。一方で要介護度が上

がるにつれ、骨折・衰弱の割合は減少し鴨下性肺炎の発生割合が高くなる傾

向がある。

以上より転倒予防支援の対象者は後期高齢者で、身の回りの基本的 ADL

はおおむね自立しているが、買い物や家事など、手段的 ADLに介護が必要

な「要支援・要介護 1J レベルを軽度要介護者の対象者と位置づける。

脳卒中

転倒・骨折、衰弱

関節疾患

ノ〈ーキンソン病

痴呆

その他

。 10 20 30 40 50 

図 1寸前期と後期高齢者の要介護状態の’原因疾患 1) 

、
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50免 40九 30気 20気 10覧 0覧

要介護5 礁下性肺炎の割合

27.6'% 骨折、衰弱の割合）｜ 要介護4

28.9% 要介護3

日 要介護2
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正
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要支援 50.2% 

0九 10免 20免 30免 40覧 50覧

図 1-3骨折・衰弱と機下性肺炎の比較

序輸の図 3と図 7より作成
)L 

1-2-2誤職予防支媛の対象者

高齢者の肺炎の重症化や肺炎による死亡の原因には、心不全、肺疾患、糖

尿病などの基礎疾患の存在とともに、繰り返す誤械が挙げられる 3）。肺炎を

発症 し た 高 齢 者 の多くは礁下反射や防御反射 が 低 下 し て お り 夜 間 睡 眠 中 の

唾液の不顕性誤嚇（むせや咳が見られない誤磯）が報告されている 4）。誤嚇

性肺炎を権態する原因のほとんどは症状のない無症候性を含め脳梗塞とい

った脳血管疾患によるものであることがわかっている 4)I 6）。年齢区分による

介護が必要な原因疾憶では前期高齢者の約半数が脳卒中である。図 1・4に示

すとおり、要介護度の重度化に伴い礁下性肺炎の割合が多くなるだけでなく、

脳卒中の割合も高くなる。高齢者リハビリテーション研究会報告においても、

脳卒中モデルとしてリハビリテーションの目標、必要に応じた計画的なリノ

ピリテーションの実施などその重要性が説かれている 。 しかし、発症から数

年経過した慢性期の脳卒中患者では仮性球麻療による摂食・嚇下機能の障害

をはじめ麻療による運動障害のほかに加齢による影響も加わり、日常生活活

動の自由度が一層制限され、臥床時間の延長を招く 。臥床時間の延長や寝た

きり状態では知能状態を悪化させ、認知症の発症や認知症が悪化する可能性

がある。活動制限や知能機能低下により、これまで潜在化していた摂食鴨下

障害が顕在化し、やがては誤鳴を招き重篤に陥る危険性が高くなることが十

分に予想される。

そこで、誤礁予防支援の対象者を慢性期の脳卒中 を羅患し、身の回り動作

に介助を要する「要介護度 4・5J レベルの重度な要介護者を対象とする。
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第 1章対象者の定義と身体属性

1-3本研究対象の身体属性
． 

1-3-1軽度要介護高齢者の身体属性

軽度要介護高齢者の身体特性について、加齢による身体機能の変化は細

胞・臓器レベノレを含めると膨大になるため、転倒事故という観点から姿勢変

化とバランス能力の二点について考察する。姿勢変化を挙げた理由として、

姿勢が変化すると重心の高さや位置が変化し要求されるバランス能力の違

いが生じるからである。

(1）姿勢特性

山口、鈴木 6）が 10代から 70代にわたって健常人 1801人の脊柱轡曲度を

調べた。加齢による脊柱轡曲の変化を部位別にみると頚椎と胸椎の轡曲が増

大し、なかでも最も轡曲が著名なのは胸椎である。また脊柱の伸展可動性が

減少するとしている。高齢者では胸椎の轡曲（後轡）が大きくなりその頂点

が下方へ移動し、轡曲範囲が大きくなる（図 1・5）。さらにその代償として

頚椎の轡曲（前轡）は増強し、腰椎の轡曲（前轡）が減少して脊柱の力学均

衡を保持しているとしている。つまり円背姿勢を呈する。また胸椎後轡頂点

が下方へ移行する高齢者ほど、立位姿勢時の膝関節の屈曲角度が増大する。

通常重心線は膝関節の前方を通過するが、円背姿勢の高齢者では重心線は膝

関節の後方に位置すると、原田ら 7）は報告している。

円背姿勢の発生頻度は、若松の 11.8%から有田の 31%などの報告があり

g）、もっとも多い高齢者の姿勢変化である。円背が高度になり体幹全体が大

きく前傾するいわゆる f腰曲がり姿勢J について、大坪 9）は 105名中 100

名が女性であったと報告している。

円背姿勢の発生要因として、竹光 1o＞は 60歳以上の高齢者の X線学的研

究により、円背姿勢の多くは有意に骨粗懸症を呈していると述べている。ま

た勝田ら 11＞は加齢による体幹筋力の変化では体幹を伸展する筋力（背筋力）

が大きく減少するとしている。さらに安藤 12）は農村部の高齢者 129名の姿

勢を調査したところ、 62%に円背を含む姿勢異常が認められたと報じている。

農作業などの長期間にわたる前屈中腰姿勢が円背発生に深い関連性がある

と考えられる 。
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図 1-5 加齢による脊柱の変化

左：若年者の生理的な脊柱句曲

中央・右：高齢者では胸椎の句曲（後悔）が大きくな

りその頂点が下方へ移動し、句曲範囲が大きくなる

． ：胸雄後轡頂点

：重心線

図 1-6円背姿勢

このように加齢による姿勢変化の中でもっとも先行し、かっ極めて特徴的

な脊柱崎曲は胸椎後轡の増大、そしてその範囲の拡大と頂点の下方への移動

である（図 1・6）。円背姿勢の発生要因として①女性特有にみられる骨組集会

症による脊柱変形、②体幹支持機能としての背筋力の低下、また脊柱変形に

よる構築学的不利による背筋不全③運動性の要素である体幹伸展可動性の

制限、④農作業、畳生活といった長年の労働・生活環境など様々な要因が影

響する。

1 ~0 
(2）バランス機能について

ヒトのバランス機能は、感覚入力、中枢処理過程、出力機能に大別される 。

それぞれの生体器官として感覚器官では視覚、体性感覚、前庭覚が主要な要

素であり、中枢 l処理過程では脊髄、脳幹、 l小脳、大脳皮質が重要な役割を担

っている 13）。出力機能では筋力と骨一関節が主たる構成要素となる。

バランス機能に関する理論は神経生理学的な反射理論を中心に発展を遂

げ、やがて反射中心主義から環境への適応を理論 に組み込み、身体機能、課

題を含めた相互作用によってバランスが決められる システム理論が支持さ

れた 14)0

システム理論において身体に機能している諸 システ ムが協働してパラン
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スを保持していると考えるものであり Shmway・Cookら 14）はバランス保持

に関わる個人の身体機能を知覚（perception）、認知（cognition）、行動（action)

の 3つに分類しその上でバランスを保持するための諸システムを定義して

いる（図 1・7）。知覚に関わるシステムとしては個々の感覚系・感覚戦略・内

部表象、認知に関わるものとしては適応機構・予測機構、行動に関わるもの

には筋骨格系機構・神経筋共同収縮系をあげている。つまり、丹治 15）が述

べるとおりバランス能力は姿勢反射メカニズムによる神経筋・骨格系要素だ

けでなく高次運動機能として階層構造を有する総体としてとらえることが

できる。また、内山も同様にバランスを高次運動機能と位置づけバランス障

害とは重力を中心とした環境に対する生体の情報処理機能の適応が低下し

た状態と考えることが重要であるとしている 16）。

筋骨格系 内部表象

神経筋 適応機構

各感覚系 予測機構

感覚戦略

図 1:-7・・ バランスのシステム理論 14) 

Shmway・Cook らはバランス保持に 関 わ る 個 人 の 身 体 機

能を知覚（ perception）、認知（cognition）、行動（action）の

3つに分類している．システム理論では、環境への適応を

理論に組み込み、個人の身体機能、課題の相互作用によっ

てバランスが決められていると考える．
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~ II (3）加齢によるバランス機能の問題

t) l システム理論の立場から加齢によるバランス機能への影響を考えると、筋

c f カや筋パワーといった出力系、筋骨格系の機能低下だけではない。視覚、前

付 ！ 庭、体性感覚の各系からなる感覚処理過程の低下、それらの多重感覚を組織

り ｜ 化する感覚系戦略の低下、活動へ感覚をマッピングするための内部表象の低

~ : 下、さらに姿勢制御に対して適応し予測する高次処理過程の低下など 16）、

t~ ~ I 知覚・認知系の機能低下も十分に考慮する必要がある 。次に加齢による静止

が l 立位時のバランス機能を見てみることにする 。

時 i 静止立イ立時の重心動揺軌跡長が増加する 17）、静的 バ ランス能力の低下、

し i さらに橋詰 18）、藤原 19）が示すように重心を前後に最大限移動させる重心移

動距離の減少、動的バランス能力の低下が報告されている。

立位時の「バランス機能が高い jということは図 1・8の上段に示すとおり、

支持基底面中央部の重心動揺が小さく、重心移動減が大きいということであ

る。さらに、前方より後方への重心移動距離が若年者より小さくなる 20> （図

1・8 の下左）。それに加えて円背姿勢では重心移動域は股関節制御によるも

ので先の高齢者と変わりはないが、支持基底面中央で重心を収束させる足関

節制御がうまく機能せず、一層重心動揺が大きくなると推察される。また身

体重心線が後方へ移動し重心が支持基底面の後方に偏位するため 21）、阿背

姿勢を呈すると一層後方への重心移動距離が小さくなると考えられる（図

1・8 の下右）。円背姿勢という立位時アライメントの異常が重心後方化を招

き力学的要素面からも高齢者のバランス機能の能力低下の要因になること

が確認されている。
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右若年者 左

高齢者

円背高齢者

図ト8 重心動揺と重心移動域の模式図

：重心動揺

：重心移動域

上 若年者では静止立位時の重心動揺は小さく 、前後左右への重心移動域が
． ． 

大きい．

中 高齢者では重心動揺は若年者よ 、重心移動域は小さ ． 大きり くな
． ． り

しかも後方への移動距離が有意に小さい．

下 円背姿勢の高齢者では重心動揺は一層大きくなる． 
－ 

している ため、 後方 の重心移動が一層困難であ，，.......、
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1-3-2重度要介護者の身体属性

(1）運動麻療という障害（ Impairment）による影響

脳血管疾患を患うと多かれ少なかれ運動麻療を呈し、一側の上肢と下肢が

麻療する片麻療を呈しやすい。大脳運動皮質から内包に病変があれば交差性

に片麻療が生じる。運動麻療のほかに感覚障害や筋の緊張異常、肩関節亜脱

臼などの機能障害が起こりやすい。体幹や腹部にも運動麻療の影響を受け必

ずしも正常な機能を有しているとは言いがたい。 一方、麻療と反対側の上肢

と下般には障害はほとんど認められない。

脳血管障害発症後から数年経過すると加齢に伴い運動麻療など機能障害

により、生活全般の活動性が著しく制限され二次的な障害を招く。関節拘縮

や筋力低下といった廃用症候群は麻痩側のみならず、麻療の代償を担ってい

た非麻簿側にも及ぶことが多い。麻嫁していない上肢下肢の力を抜こうとし

ても、上手くカを制御するのが難しい 22）。非麻療側の四肢の自由度が制限

されると 活動性が制限され ADL能力低下、やがては寝たきりとなり介護

度の重度化へ進行していく。

(2）姿勢と動作の問題

脳血管疾患による重度要介護者をよく観察していると（図 1・9の左）、ベ

ッド柵をしっかり握りしめ、全身に過剰なカが入った方に遭遇する 23）。ベ

ッド柵を離すよう口頭で指示すると離すことはできるが、しばらくするとま

た柵を撮ってしまう。声かけにより他動で体を動かそうと試みると、全身の

緊張を高めベッドの支持面を強く押さえつけるような紙抗を示す。表情は乏

しい上に、いつも硬く、笑顔をほとんど見せない。われわれは床の上で寝て

いる時、床から十分に支えられていることが分かり自分が安定して存在でき

ると感じられるから全身を固く緊張することなく、リラックスできると富田

はいう 24）。さらに、重力のある世界で臥位という最も支持面が広く、重心

が低い安定した肢位においても、認知症の合併、強い不安や精神的なパニッ

ク状態を呈する場合があると報告する。
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全体的に麻療側（左）に傾き、常に右手で柵を握っ

ている．表情も乏しく、麻療側に寄っている．

(3）摂食味下機能の問題

加齢による摂食礁下機能に及ぼす影響について考える。藤谷によると、加

齢変化に伴い早期に問題が生じやすい口腔機能は、阻鴫機能であるとしてい

る 25）。阻幌機能とは食物を粉砕しながら唾液と混ぜる、食塊形成ならび食

塊移送を指し、特に上下歯の機能的接触が重要とされている。藤谷によると

岨鴫機能の低下を招く要因として、歯牙の喪失のほかに唾液分泌の減少、口

唇閉鎖機能の低下、舌運動の低下などを挙げている。

阻鴫機能のほかには礁下反射の遅延、食道入口部（図 1・10参照）の機能

不全など喉下機能の低下が報告されている 26）。鎌倉らは在宅高齢者約 800

名の摂食礁下調査の結果を報告している 27）。「ご飯を食べでむせる j、「なか

なか飲み込めない j、「食物が喉にひっかかる感じ j などの鴨下反射に関連す

る質問において、加齢に伴い訴える割合が有意に増加する。さらに阻鴨機能

に関しでも「口の中がばさばさ Jが加齢に伴い割合が有意に増加する。

司祭下反射は気道防御機構でもあるが、帳下反射に先立ちごく少量のすばや

い咽頭流入に対して声帯が閉鎖する反射、咽頭声門閉鎖反射があることが知

られており、高齢者は若年に比し有意にこの反射を引き起こす関値が高いこ

とが報告されている 28）。また、ファイバー下で喉頭周囲に水滴を滴下して

峡下反射の誘発を検討した結果、若年者群に比し、健常高齢者群で、反射誘

発される範囲が狭く、より喉頭に近づかないと反射が出現しないことが報告

されている 28）。気道自体の防御機構である咳反射についても、高齢者での

低下頻度が高いが、誤燃性肺炎の既往がない健常高齢者では加齢のみでは低

下しないとされている 4）。 Ramseyらは不顕性肺炎のレビユ）において、健
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常者の就寝時で検出される不顕性肺炎は、機下障 害 と 顕 性 誤 礁 を 伴 う 不 顕 性

肺炎に比べ生命予後 に与える影響は小さいと述べている 5）。
1・
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図 1-10喉頭と咽頭の解 剖

脳 血管障害の合併症である仮性球麻療は、両側性の上位運動ニューロンの

損傷により生じる。顔面をはじめ、口唇、舌、喉頭さらに咽頭領域の筋群に

運動麻療が起こり、構 音 障 害 を は じ め 摂 食 ・ 鴨 下障害を起こす可能性がある。

礁下障害の特徴として口唇閉鎖不全による流誕 、舌の麻療による食塊形成・

送り込み図難、礁下反 射 の 若 、 起 遅 延 や タ イ ミ ングのずれ、咽頭残留による誤

械など認、められる。さらに下顎の校合による固定 や 舌 尖 の 口 蓋 前 方 部 へ の 固

定が不十分であると、句集下時の喉頭挙上が阻害され、気道を閉鎖するタイミ

ングの遅延や食道入口部の開大が困難になりやすい 310＞。

流誕の原因については運動麻療による口唇・口腔内機能不全のほか、唾液

のこぼれ落ちを感知する 機能 低下 など を挙 げている 31）。 つまり口腔周囲の

運動麻療に加え、口腔内に分泌され下唇内に貯留し て い く 唾 液 を 適 切 に 知 覚

し認識するのが困難なため、流誕を招くとしている 。 また、 ・M.i lier らも

仮性球麻療の摂食・礁下障害の視点から、口腔領域 の認知過程の問題を示唆

している 3針。

さらに脳卒中患者は夜間や就寝時に礁下反 射や咳反射を作動させる神経

伝達物質であるサブ ス タ ン ス Pの減少が健常 者より有意に減少する .aa),34）。

つまり、脳卒中患者において就寝時に不顕性誤鳴を発症するリスクが高いこ

とが予同想される。
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1-4環境適応能の問題

1-4-1加齢による認知機能の問題

認知機能とは、五感（視る、聴く、触る、嘆ぐ、味わう）を通じて外部か

ら入ってきた情報から物事や自分の置かれている状況を認識したり、言葉を

自由に操ったり、計算したり、何かを記憶したり学習したり、問題解決のた

めに深く考えたりといった、いわば人の知的機能を総称した概念である。

Wechslerは知能を「内容のいかんにかかわらず、物事の関連性を知覚し知

覚したことを認識・想起し、論理的に考え計画する能力 Jと定義している 35）。

つまり知能は認知機能の中に含まれるものと考えられる。そこで知能につい

て加齢の影響をみてみる。

流動性知能 結 品 性 知 能

ハ
υ

ハU
唱
E
E
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ハU
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－－
E
A
 

25 

年

60 
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74 25 

年
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齢

74 

図 1-11 流動性知能と結晶性知能 35)

加齢にともない、短期記憶やワーキングメモリ

など流動性知能の低下が大きいとされている．

一方、過去に習得した経験や知識などの結品性

知能の低下は小さいとされている．
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Cattel35）は知能を経験の影響を受けず生まれながらもっている能力に左

右される知能「流動性知能 j と、学習と経験の融合である「結晶性知能 j に

分けて定義している。短期記憶・ワーキングメモリなどは流動性知能に含ま

れ、判断力や理解力など過去に習得した知識や経験をもとに日常生活に対処

する能力が結晶性知能 で あ る 。 図 1・11に示すとおり、加齢の影響を受けや

すいのは流動性知能でありワーキングメモリ、情報処理速度、注意力の低下

などが挙げられる。 Schaieの 14年間縦断研究の追跡調査によると 36）、加齢

に 低 下がもっとも早期に認められるのは計算能力であり 、知能全般が大きく

低下し始めるのは後期高齢者以降とされている 。 情報処理能力については、

被験者 に 2つの課題を同時に課す、 二重課題法を用い て 注意の柔軟性を確カ

める方 法 を 用 い る 。情報処理能力における高齢者と 若 年者の比較では、 二重

課題による注意の柔軟性低下をはじめ、情報処理 能力の低下が報告されてい

る 37）。

Burgioら 38）は 1970年代から 80年代の高齢者施設における行動論的な

アプロ ー チ に 関 す るレビュー分析を行った 。高齢者 の．行動問題の多くは加齢

による生物学的変数と環境要因との相互作用によ っ て生み出される行動の

不足と過剰であると指摘している 。加齢に伴う生体 の老化現象はさまざまな

身体的 お よ び 精 神 的変化を引き起こすが、特に感覚 系 の機能低下は中枢神経

系 における情報の正確な処理あるいは解釈を不可能にしてしまう可能性が

あると Saxonは指摘する 39）。 このことは適応的な行動や危険の回避行動の

ための大きな妨げとなり、注意力の低下という現象を招く可能性がある 。

1-4-2要介護者の環 境適応能

Gibson40＞は人がものを知覚するときに周り の 世界 が 静止していて、人も

静止している状況はほとんどないと考えた 。 通常， 人 は動き回っているし、

頭や目も動かす。周りの世界も絶えず動いている 。この ような動きの中 で人

は世界を知覚しているという 。知覚者が環境を探 索 して 十分な情報を入手す

るためには、対象に向かつて身体を動 か し、リアリ ティ のある情報を入手す

ることと、そしてそ の た め に 動 か す こ と ので き る身体の 存在が必要である 。

このように環境を知る上で欠かすこと ので き ない基 本的な身体の動きを

佐々木は「向かうアクション j と呼んでいる 41）。

何らかの運動機能 に障害を有する要介護状態 の高齢者 は、能動的な探索活

動が制限され f向 かうアクション jの狭小化 を招 くことが 十分に予想される 。
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すると対象が何であるか十分な情報が得られず、不十分な情報に基づいて推

論したり、静止した一部の情報に基づいて情報を記憶でつなぐ必要性が生ず

ると富田はいう 22）。このため対象の実態を誤って捉えて行為せざるを得な

くなる。これが原因で環境への適応が障害され、患者はストレスや不安、恐

怖すら感じとり、過剰な緊張を引き起こして能動的な動きを制限するという

悪循環になる。さらに運動機能に障害があると、環境からの情報は歪んだ形

で入手されやすいと富田は説明する。

つまり、「向かうアクション j の制限は環境の持つ情報に注意を向け、適

切な行為に結びつく情報を知覚することが困難であるという環境適応能障

害を意味する。こうした視点から要介護高齢者の転倒事故を考えてみる。段

差や敷居など環境そのものが転倒事故の因子になるのでなく、障害物といっ

た環境からの情報が十分に知覚・認識されず適応した行為に至っておらず、

あるいは身体機能と環境との相互関係を認知できないのかいずれかである

と考察する。選択的に環境や身体に注意を向け、注意を配分する注意能力の

低下、つまり高次運動機能としてのバランス能力の知覚・認知システムの脆

弱が環境適応能障害を招く。転倒事故という日常生活事故を予防支援するに

は、バランス能力という身体・運動機能面が向上するだけでなく、知覚・認

知機能に働きかけ、環境適応能が改善しなければいけないと考える。そこで

第 2章では軽度要介護者を対象に転倒予防支援について考察していく。

図 1-9の脳血管疾患による寝たきりといった重度要介護者では、運動麻療

や認知症により全身に過剰なカが入りベッドの支持面を強く押さえつける

といった環境適応能に多くの問題を抱えている。さらに仮性球麻症による口

腔機能不全は食物や口腔内の注意を向け、食物性状を知覚・認識する認知シ

ステムの低下を招き摂食味下障害を難渋にすると推察される。アイスマッサ

ージや嚇下体操など、口腔内の運動機能面に焦点を当てたアプローチでは、

環境適応能の改善にはいたらないと考える。口腔周辺に知覚・認知機能に働

きかける取り組みが環境適応能の改善をもたらし、誤嚇事故の予防支援につ

ながると考える。第 3章では重度要介護者を対象に摂食礁下障害の要因分析、

ならび分析結果に基づき摂食礁下障害への支援方法と誤帳予防支援を検証

していく。
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1-5まとめ

本章では転倒事故ならび誤礁事故の視点から対象とする高齢者の定義づ

けをおこなった。老年医学や介護予防などで頻繁に用いられる虚弱高齢者と

いう表現についても明確な定義づけは見つからず、要介護状態ではない虚弱

な高齢者を指すのが一般的かもしれない 。いずれにせよ、それぞれの事故特

性を顧みると転倒事故、誤礁事故の対象とする高齢者像が明確となった（図

1-12参照）。
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(1）本研究の対象者

本研究の対象について、転倒事故では後期高齢者で軽度の要介護を必要と

する高齢者であり、誤瞭事故では脳血管疾患を患い重度の要介護を必要とす

る高齢者であると定義づける。軽度要介護状態とは要介護度分類の要支援と

要介護 1レベル、つまり概ね身の回り動作、基本的 ADLに支障はないが加齢

と廃用により、買い物など屋外活動が困難である虚弱高齢者を指す。一方重

度要介護状態とは要介護度 4または 5レベノレ、つまり概ね障害と廃用による

寝たきり状態であり、運動麻療による身体の自由が殆どなく、しかも認知症

を合併していることが多い。

(2）対象者の身体特性

転倒の危険性が高い軽度要介護高齢者では加齢・廃用による筋力低下とい

った筋骨格系に焦点をあてたバランス議論が目立つ。本論文では高次運動機

能として階層構造を有する総体としてバランス能力をとらえ、バランス能力

の低下とは環境に対する生体の情報処理機能の適応が低下した状態と位置

づける。

誤句集の危険性が高い重度要介護高齢者では、脳血管障害により自由度の制

限や仮性球麻療による礁下反射の遅延など摂食暗黒下障害を呈する。さらに、

寝たきりや疾愚の影響により認知機能の低下を招き摂食嚇下障害の重度化

を引き起こす。

(3）環境適応能の問題

加齢は知能機能にも影響を及ぼしワーキングメモリや注意力の低下とい

った、流動性知能の低下が著しい。加齢と廃用性により「向かうアクション j

が制限された軽度要介護者では、環境の持つ情報を適切な行為に結びっく情

報として注意を向け知覚することが困難になりバランス能力低下を招く。転

倒事故の背景には環境そのものが転倒事故原因になるのでなく、身体機能が

環境に適応できないか、あるいは身体機能と環境との相互関係を認知できな

いという環境適応能の問題を考える必要がある。

また、重度要介護者は運動麻揮のみならず、臥床による廃用性や認知症の

合併により適応的な行為につながる情報を適切に知覚・認知することが困難

になり摂食礁下能力低下を招く。そして、食事中に要求される食物や口腔内

の注意力の低下や食物性状の知覚探索能力、つまり環境適応能の問題が誤嚇

リスクに影響を及ぼしていると考える。
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第 2章 軽度要介護高齢者の転倒予防支援

2-1はじめに

前章で述べたように転倒リスクが高い軽度要介護高齢者では、円背姿勢に

よる立位時の構築学的不利、向かうアクションの制限により移動 ・歩行時に

不安や恐怖心が伴う傾 向がある。そのため歩行時に要求される環境や身体へ

の選択的な注意力、注意の分配など注意能力が低下していると考えられる 。

また、注意能力が巧く機能しないため環境の持つ情報を適切な行為に結びっ

く情報、アフオーダンスとして知覚することが乏しく環境適応能に問題をき

たす。その結果、バランス機能に支障をきたし転倒事故を招くことになりか

ねない。環境に適応したバランス機能が向上する ことが転倒事故の予防支援

につながるものと考える。

軽度要介護状態の高齢者が加齢や疾病などにより障害を有しながら、住み

慣れた自宅で生活を再構築するためには、住環境の整備が不可欠となる。転

倒予防の視点から手すりの必要性 ・重要性を検証するため、介護保険制度に

よる住宅改修の実態調査を行い転倒予防における住宅改修の役割 ・意義につ

いて検討することを第一の目的とする。

姿勢制御が低下した要介護高齢者に対し、転倒を予防する目的に杖や手す

りなどを使用し免荷する手法が用いられる。手すりの使用による重心動揺の

減少 1）や、手指で軽く手すりに触れるだけで、片脚立位時の重心動揺が減少

することが報告されている 2）。住宅改修においても、手すりを設置し不安を

軽減することは、行為動作の安全性につながり、転倒を予防するうえで、有

効な手段のひとつと考える。立位や歩行に不安や恐怖を抱く障害高齢者が手

すりを使用しなくとも、手の届く範囲に手すりなどがあると、不安が軽減し

動作能力が向上することを臨床場面でしばしば経験することがある 。そこで

虚弱高齢者を対象に手すりの有無など環境因子の違いが不安を誘発し、バラ

ンス機能に影響を及ぼすか検討することを第 二の目的とする 。

虚弱高齢者の転倒予防を目的とした運動介入は近年注目を集めており、序

論で述べたように運動メニューの反復練習ならび下肢筋力強化を中心とし

た筋骨格系への戦略が主体である 3）。感覚戦略・内部表象などの知覚システ

ムや、適応的機構 ・予測機構といった認知システム に焦点をあてた転倒予防

の戦略に関する報告は少ない。バランス機能は単一な 運動要素ではなく高次

運動機能として階層構造を有するものである 4）。バラン ス機能の向上を運動

学習とするならば、難易度の設定 5）、注意や判断 に基づ く認知機能への戦略

が求められる。さらに、対象者自身が身体に意識や注意 を向け、セラピスト

は対象者の言語的報告から内部観察を行い対象者 の運動特性を理解するこ
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とは運動学習に有用であるとしている 6）。 何らかの環境適応能に問題をもっ

軽度要介護高齢者を対象に、注意や判断、言語など知覚・認知機能に働きか

ける運動介入が要介護高齢者の姿勢バランス能力や歩行能力を改善するか

どうか検討することが第三の目的である。
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第2章軽度要介護高齢者の転倒予防支援

2-2 住宅改修の調査

2-2-1 目的

これまでの介護保険制度の住宅改修（住宅改造）に関する既往研究は、主と

して住宅改修の実態調査を行い、その現状と課題の報告を行ったものが多かっ

たり、 8）。また、住宅改修による有効性や効果の観点から、中村ら 9）は住宅改修

における介護負担についてアンケート調査を行い、介護者の身体的負担や精神

的負担の軽減につながるとしている 。さらに、与儀 10｝・江浜 11）は退院後の在宅

生活における ADL能力について、 AOLの向上群は、身体的要因や心理的要因よ

りも、福祉用具の利用や住環境整備など、環境的要因が大きく関わっていると

報告している。これらの報告はいずれも、利用者や家族などからのアンケート

回答といった主観的評価に基づくもので、客観的尺度による評価を行い、住宅

改修の効果について検討した報告は少ない。

そこで本研究では住宅改修を実施した事例に対し、改修場所の移動動作の自

立度を客観的に評価し、手すりの役割や意義について検討を行うことを目的と

した。

2-2-2対象と方法

平成 15年 1月～平成 17年 1月中に退院前訪問指導など住宅の評価を実施し

た47名のうち、住宅改修を行い遺跡調査が行えたのは 40名、女性32名、男性

8名、年齢71歳～ 89歳（平均 81±7.4歳）であった。内訳は、整形外科疾態 28

名、中枢神経疾患 7名、呼吸循環器系疾患 3名、その他2名であった。また、

屋内の移動能力では、歩行自立レベルは 37名、歩行介助レベルは 2名、介

助による車椅子レベルが 1人であった。

調査内容は住宅改修を実施した玄関・トイレ・浴室・通路について、改修

内容と改修理由、そして改修前と改修後の移動動作能力であった 。改修内容

と改修理由については、担当理学療法士から開き取 りを行った。移動動作に

ついて、退院前訪問指導時に評価したものを改修前とし、改修後約一ヶ月後

に訪問理学療法などにて評価したものを改修後とした。評価方法については、

ビデオ撮影した移動動作を検討した。評価内容については以下のとおりであ

る。

「浴室 j：浴室ドアの開閉・洗い場の移動・浴槽のまたぎ

浴槽内の立ちしゃがみ

49 
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「トイレ j：便所ドアの開閉・便器への移動・便器への立ちしゃがみ

第2章

一

「玄関J：上がり権の立ちしゃがみ・扉の開閉

「通路J：敷居や段差のまたぎ・方向転換

自立度の評価尺度については、 FIM(Functional Independence Measure) 12> 

5：監

統

の7段階（ 1：自立度 25%未満、 2:25%以上、 3:50%以上、 4:75%以上、

視、 6：修正自立、 7：完全自立）を基準に評価した（福祉用具の導入含む）。

計学的処理は、分割表にはカイ 2 乗検定を用い、有意差が認められた場合は

残差分析を行った。改修前と改修後の自立度の比較はWilcoxonの符号付き順

改修前と改修後の各場所の比較については Kruskal Wallis 位検定を用い、

検定を適応し、有意差を認めた場合にはノンパラメトリック Bonferroni型多

重比較（比較回数、 6回）によって 2群間の比較を行った。統計学上の有意水準

トイレ

改修内

玄関 72.5%、 ト

は5%とした。

結果

(I）住宅改修の内容（表2-1)

住宅改修の場所については、玄関が80%(n= 33）ともっとも多く

67. 5% (n= 27）、浴室60%(n= 25）、通路 45%(n=l9）の順であった。

表3-1に示すとおり、手すりの設置がもっとも多く、

2-2-3 

容は、

ー
」l
i
l
l－

イレ60%、浴室54.2%、通路37.5%であった。福祉用具の導入については、

シヤワ）椅子が 40%ともっとも多く浴槽内踏み台など、浴室に多くみられた。

の大きく 2つに「介助が必要jと

(2）改修場所と改修理由との関連（表 2-2)

改修理由の結果をまとめると「危ない J

分類できた。また、終痛の軽減や関節の保護など、「その他 j の改修理由に

ついては、内容を検討し「危ない J，と「介助が必要J の2つに分類し分割表

にした。改修場所による理由の違いを検討した結果、有意差が確認できたの

さらに残差分析の結果、 トイレの改修理由は「介助が必要 j より「危ないj
が有意に多く、玄関は「介助が必要 j のほうが有意に多かった。浴室と通路

3が 13

については有意差を確認できなかった。

(3）改修前と改修後の移動動作の自立度（表2-3)

玄関は自立度 5 が11名（33.3%）と最も多くみられたが、自立度 2、

自立度が低い割合が多かった。改修後では自立度6 が最も多

トイレは自立度 5、6で全体の 85.1 %を占め改修

50 

名（39.3%）と、

く、 15名（45.5%）となった 。
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後には 1名を除く全員（96.3°/o）が自立度 6となった 。 浴室についても 、改修

前では自立度 5が最も多く（48%に自立度 6は l名（4%）と最も少なか ったが

改修後では 17名（68%）と自立度6 が最も多くみ られた 。通路も同様に自 立度

5 が57.9%と 最 も 多く、自立度6 は2 名（10.5%）であったが、改修後 で は

15名（79%）と自立度 6 が最も多くなった 。

(4）改修前と改修後の移動動作の自立度（表 2-4)

改修前と改修後の改修箇所の自立度を比較した結果、玄関・トイレ・浴室・

通路とも有意に増加し、改修前と改修後の場所 ごとの自立度 についても有意

差が確認された。さらに 2群聞を比較した結果、改修前のトイレの自立度は

玄関、浴室よりも有意に高い結果となった 。自立度 の低い 割合が多くみられ

た玄関をはじめ、その他の 2群聞の比較では有意 差は認め なかった。改修後

の2群問 の 比 較 に お いてもトイレのみ玄関、浴室と比 べ 有意に高かった 。

表 2-1 住 宅 改 修 の 場 所 と 内 容

割合

改 修 場所 改修内容 名 （%） 
一

玄関 てすり設置 29 72. 5 

80°/o ステップ台 20 50 

てすり設置 24 60 
トイレ

段差解消 6 15 
67.5% 

補高 2 5 

てすり設置 19 54. 2 

シャワー椅子 16 40 
浴室

段差解消 5 l ,2. 5 
60o/o 

浴槽内踏み台 5 12. 5 

パスグリ ップ 4 10 

通路 てすり設置 15 3 7. 5 

45% 段差解消 8 20 
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表 2-2 改修場所と改修理由との関連
／ 

場所
' 

理由 玄関 トイレ 浴室 通路 計

度数 13 21 12 12 58 

「危ない j 期待度数 18. 4 15. 1 13. 9 10. 6 
II 〆／

II 

場 所 の %
II 

39 .4 77. 8 48 63 .2 II' 

-2.3・ 2.1・ 
II 

調 整済み残差 -0.9 0.7 
1唱

争，， 
u 

度数 20 6 13 7 46 

「介助が必要 j 期待度数 14.6 11. 9 11. 1 8.4 

場所 の % 60.6 22.2 52 36. 8 

調整済み残差 2.3・ -2.7* 0.9 -0.7 

計 33 21・ 25 19 104 

p< 0.05（カイ 2乗検定）

;p< 0.05（残差分析）

表 2-3 改修前・改修後の移動動作の自立度

玄関 トイレ 浴室
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2(10.5) 3 10(30.3) 2(6) 0(0) 0(0) 4(16) 1(4) 0(0) 

4 7(21.2) 8(24.2) 4(14.8) 0(0) 6(24) 2(8) 4(21!.l) 1(5.3) 

5 11(33.3) 8(24.2) I 12(44.4) 1(3.7) 12(48) ; 5(20) 11(57.9) 3(15.8) 
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表 2-4 改修前と改修後の自立度の比較

玄関（n=33)

トイレ（n=27)

浴室（n=25)

通路（n=19) 

改修前 改修後

5(6・2) 6(6・4)

5(6・4)#

5(6・2)

5(6・3)

6(6帽 5)#

6(6・3)

6(6・4)

＊＊＊ 

調ド訓ド

本酒ド

＊＊＊ 

中央値（最大値 一最小値） ·~p< 0.01, ・・・;p< 0.001 

改修前；p< 0.01，改修後；p< 0.05 

＃：玄関、浴室と比較し有意差あり（pく 0.0 5) 

2-2-4 考察

今回、 2年間にわたる住宅改修の実施状況を調 査してみると、対象者の多

くは屋内歩行がおおむね自立しており、大がかりな改修を行ったのは 1件 の

みで、そのほかの対象者は介護保険の限度額範囲内であった。改修内容の多

くは手すりの設置や段差解消であり、立ちしゃがみ動作、またぎ動作など、

屋内の移動動作を支援する住宅改修が多い結果となった。改修場所について

は、玄関・トイレ・浴室とこれまでの報告とほぼ同様の結果となったが、利

用頻度の最も高いトイレの改修率が最も高いとされている 7）、 8）。本調査では

トイレよりも、玄関の改修率が高く、これまでの報告と異なる結果となった 。

その理由として対象者の多くが歩行自立レベルであったため、トイレの移動

動作の自立度が高かったことが挙げられる。さらに、外出を少しでも円滑に

行えるよう、玄関、上がり権の改修を提案した結果だと考えられる。外出を

促すこ と は 廃 用 症 候群の引き金とされている閉 じ こ も り を 予 防 す る こ と に

もなる 13）。

今回の調査により、住宅改修を実施することで、改修後の移動動作の自立

度が有意に上昇することが確認できた。 トイレの移動動作能力は、改修前

改修後とも自立度 6の割合が最も高く、 2 群聞の比較において玄関、浴室よ

りも有意に高い結果となった。自立度が高いにもかかわらず、改修割合は玄

関に次いで多かったのは、トイレの使用頻度がほかの場所より多いことが考

えられる。しかも改修理由については f危ない jが有意に多い結果となった。

使用頻度や夜間時の使用を考慮すると日中では fしている ADLJ レベルであ

っても、転倒事故を防ぐ観点から、積極的に手すりの設置などが検討された

53 



第2章軽度要介護高齢者の転倒予防支援

ものと考えられる。こうした安全面を考慮した予防的な意味合いのほかに

配偶者や家族にとっては、精神的な介護負担を軽減する効果もあったと考え

られる 14）。玄関の移動動作能力は有意に低い結果には至らなかったが、改修

前の自立度は2、3レベルと自立度の低い割合が多くみられた。建築構造上

上がり挺は床から高く設定されており、対象者がおおむね屋内歩行が自立レ

ベルであっても、昇降時にともなう移動動作が困難であったものと考えられ

る。また、改修理由から「介助が必要j との理由が有意に多い結果となり、

介助量を軽減し、移動動作能力の自立を促す目的に玄関の改修が行われたも

のと考える。浴室については手すりの設置のほかに福祉用具を導入する割合

がほかの場所より多くみられ、大垣の報告と同じ結果となった 15）。さらに大

垣は改修を施せば必ずしも十分な効果が得られるとは限らず、改修後、特に

入浴に関する福祉用具の導入などが、退院後十分に生かされていないことを

指摘しており、退院後のフォローアップの必要性を言及している。対象者の

動作能力に合わせ住環境を整備しでも、その環境に適応した行為が自動的に

遂行できるとは限らず、手すりや福祉用具を用いた、これまでと異なる動作

方法を学習する必要があると考える。そこで、筆者らは改修後も継続して訪

問理学療法を実施し、改修場所における動作能力を把握し、手すりや入浴関

連の福祉用具を使用・した動作訓練や介護指導などを行ってきた。本調査では

実施していないが、手すりや福祉用具の使用状況はおおむね良好であったと

推察する。

本調査では改修後の移動動作を評価するにあたり、改修後すぐでは、その

環境に適応した動作が困難と判断し学習に要する期間を考慮し、改修してか

ら約一ヶ月後に自立度を評価することにした

、、，退院前訪問指導における改修に向けた動作方法の検討や、改修後、訪問理

学療法による動作の評価や指導が重要だと考えられる。今後とも改修後の移

動動作能力の経過について、継続的な調査が求められる。
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第 2章 軽度要介護高齢者の転倒予防支援

2-3 環境要因がバランス能力に及ぼす影響

2-3-1 目的

転倒を予防する目的に、杖や手すりなどを使用し免荷する手法が用い られる 。

手すりの使用による重心動揺の減少や、手指で軽く手すりに触れるだけで、片

脚立位時の重心動揺が減少することが報告されている 1)I 2）。 住宅改修において

も、手すりを設置し不安を軽減することは、行為動作の安全性につながり、転

倒を予防するうえで、有効な手段のひとつと考える 。立位や歩行に不安や恐怖

を抱く障害高齢者が手すりを使用しなくとも、手の届く範囲に手すりなど が あ

ると、不安が軽減し動作能力が向上することを臨床場面で、しばしば経験する

ことがある 。そこで本研究の目的は軽度要介護高齢者を歩行能力別に分類し、

手すりの有無など環境因子の違いが不安を誘発し、姿勢制御に影響を及ぼすか

を明らかにすることである 。

2--3-2対象と方法

被験者は下肢になんらかの障害を持つ軽度要介護高齢者 39名、男性 4名、

女性 35名、年齢 72歳～ 89歳（平均 81.5±7.5歳）、平均身長 148.1±7.Ocm、

平均体重 49±9.5kgであった。屋外の移動時に使用する福祉用具の状況から

被験者を 3群に分類した。内訳は福祉用具を全く使用せず歩行が可能である

独歩群 11名、常に杖が必要である一本杖群 16名、シルバーカー（歩行器を

含む）を使用するシルバーカー群 12名（以下、シルバー群）であった 。 実

験にあ たり被験者に対して実験内容を説明し実験の理解と協力を得た（ 表

2・5）。

表 2-5 対象者の身体的特徴

独歩群

(n= 11) 

身長（cm) 147.2(5.9) 

体重（kg) 48 .4(7 .4) 

年齢（歳） 79.8(8.2) 

平均値（標準偏差）

杖群 シルバ一群

(n=l6) (n=l2) 

150.7(6.9) 145.3(7.6) 

52.6(12) 44.9(5.9) 

80.1(6.7) 85(6.2) 
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測定姿勢は腕組みをした状態で、足幅は被験者の肩幅に合わせた。また、

計測中は目の高さ前方 3 mの位置に設定した視点を注視させた。測定時間は

立位姿勢の安定のため、 10秒間経過後の 20秒間とした。立位保持は 4条 件

下で実施し、疲労の影響を考慮、し各条件間には約 3分間の休憩を設けた。下

肢痛など、体調不良が生じた場合は直ちに中止した。

立位姿勢動揺の測定は以下の条件下にて行った。静止した立位保持（条件

1. ）、大転子の高さに合わせた平行棒内の立位保持（条件 2）、床から 15cm

高くした立位保持（条件 3 : 600mm×800m-m×150mm，台上の立位保持）、

条件 3に大転子の高さに合わせた平行棒内の立位保持（条件 4）、以上 4種

類の条件であった（図 2・1参照）。また、無理のない自然な歩行である自由

歩行で、 lOmの歩行時間（ 1 Om-time）を計測した。
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立位保持

条件 3

15cm 台

条 件 2

平行掠

条件 4
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平行様 ＋ 15cm台

図 2-1 実験風景
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測定には NECメデイカルシステム製重心動揺計 EB1101を使用した。デ

ータは AID変換器を通してパーソナルコンピュータにサンプリング率 20H

zにて取り込んだ。データ解析には、メデイカルトライシステムズ社製

Signal Basic Lightと MicrosoftVisual Basic 6.0にて作成したフログラム

を使用した。

姿勢動揺の解析項目には、移動した重心点の全長を表す総軌跡長（Length;

LNG）、移動した重心点の前後左右に固まれる長方形の面積を表す矩形面積

(Area; AoE）、重心点が左右方向に移 動した長さを表す左右軌跡長

( x・Length; x・LNG）、前後方向に移 動した長さを表す前後軌跡長

(y・Length; y・LNG）を用いた。

1 Om-timeと LNGの関連性においては Pearsonの相関係数を用いて検討し

た。 1Om-time、LNG、AoEの群間比較には一元配置分散分析（以下、 ANOVA) 

を適用し、 ANOVAにて有意差を認めた場合には Tukeyによる多重比較を実

施した。各群の 4条件間における LNG、AoE、x・LNG、y・LNGの比較には

反復測定による ANOVAを適応し、有意差を認めた場合には Fisherの PLSD

法による 2群聞の比較を実施した。なお、すべての統計手法とも有意水準は

5%とした。

2-3-3" 結果

下肢痛など体調不良により測定が中止したものはいなかったが、シルバー

群の 2名については条件 3の試行中、立位保持は可能であったが、測定姿勢

を取り続けることが困難であったため、分析から除外した。 3 群問の身長、

体重、年齢とも身体的特徴については有意差を認めなかった。

(l)lOm-timeと LNGの関係（図 2・2)

対象者の 1Om-time と LNG の相関分 析 の 結 果 、 有 意 に 正 の 相 関 関 係

(r=0.48,p< 0.05）が認められた。

(2) lOm-time 、LNG、AoEの結果（表 2-6)

各群の違いによる 1Om-time 、LNGおよび AoEの変化を ANOVAにより検

言すしたところ、！Om-time (F(3,36)=8.03,P< 0.001）、 LNG ( F(3,36)=3.97,P< 

0.0014）、 AoE (F(3,36)=7.01,P< 0.0-01）と 、各群による影響が確認された。

そこで多重比較を行った結果、 1Om-timeについては、独歩群は杖群やシルバ
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一群と比較して有意に小さい値を示し、シルバー群が 3群の中で有意に大き

い値を示した。 LNGと AoEについては、独歩群と杖群がそれぞれ シルバー

群と比較して有意に小さい値を示したが、独歩群と杖鮮との間には有意 差 は

認められなかった。

LNG(cm) 

180 

160 

140 

120 ． 

100 

80 

60 
。 10 

． 

． 
,. 

－． 
20 

． 

r=0.48, p< 0.05 

． 

30 40 

1 Om-time ( s) 

図2-2 総軌跡長と 10m歩行時間

表 2-61 Om-time,LNG,AoEの結果

独歩群

1 Om-time (sec) 9.7(2.2）ιb 

.LNG( cm) 88.2(15.2)8 

AoE(cm2) 7.1(3.8)8 

平均値（標準偏差）

a：シルバ一群との有意差（p<0.05) 

b：杖群と有意差（pく 0.0 5) 

杖群 シルバー群

15.8(4.6)8 20.2(5.5) 

92.0(15.9)8 124.0(30.5) 

8.8(4.2)8 l l .2(5 .0) 
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(3) LNG、AoE、x-LNGおよび y-LNGの結果（表 2・7)

条件の違いによる LNG、AoE、x-LNGおよび y-LNGの変化を ANOVAによ

り検討したところ、シルバー群の AoE ( F(3,44)=3.62,P=0.036）、 x-LNG

( F(3 ,44 )=6. 3 5 ,P=O. 005）および y-LNG ( F値（3,44 )=4. 25 ,P=O. 026）において

条件の違いによる影響が確認された。独歩群と杖群については条件の違いに

よる影響は確認できなかった。次に多重比較による 2群聞の比較をしたとこ

ろ、 AoEでは条件 3は条件 1より有意に大きい値を示した。 x-LNGでは、

条件 3は条件 1より有意に大きく、条件 4は条件 3より有意に小さい値を示

した。 y-1,NGにおいても、条件 3は条件 1より有意に大きく、条件 4は条

件 3より有意に小さい値を示した。
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表 2-7 LNG,AoE,x--LNG,y-LM Gの結果

独歩群

条件 1

LNG( cm) 88.2(15.2) 

AoE(cm2) 7.1(3.8) 

x-LNG(cm) 2.5(0.8) 

y-LNG(cm) 2.7(0.9) 

平均値（標準偏 差）

杖群

条件 1

LNG( cm) 92.0(15.9) 

AoE(cm2) 8.8(4.2) 

X帽 LNG(cm) 2.8(0.7) 

y-LNG(cm) 3.1(1.0) 

平均値（標準偏 差）

シルバー群

条件 l

LNG( cm) 124.0(30.5) 

AoE(cm2) 11.2(5 .0) 

x-LNG(cm) 3.7(0.6) 

y-LNG(cm) 3.2(0.7) 

平均値（標準偏 差）

・：条件 1との有意 差（pく0.0 5) 

が：条件 3との有意 差（p<0.05)

条件 2

89.5(29.8) 

6.5(2.6) 

2.3(0.6) 

2.8(0.6) 

条件 2

88.9(15.4) 

8.7(7.3) 

2.7(0.9) 

2.8(1.l) 

条件 2

123.6(41.5) 

14.3(6.0) 

3.4(0.6) 

3.9(1.1) 

第 2章 軽度要介護高齢者の転倒予防支援

条件 3 条件 4

88.425.4) 88.9(21.2) 

6.7(2.9) 7.1(3.6) 

2.5(0.8) 2.4(0.4) 

2.9(0.6) 2.7(0.4) 

条 件 3 条件 4

92.5(15.7) 91.6(14.9) 

8.4(5.2) 8.8(5.1) 

2.9(0.5) 2.8(0.4) 

3.1(1.2) 2.8(1.0) 

条 件 3 条件 4

130.6(45.4) 128.4(46.5) 

16.7(9.6) ーー 14.4(7.2) 

4.1(1.0) 
． 

3.4(0.9)# 

4.1(1.3) 
． 

3.7(1.0)# 

． 
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2-3-4考察

( 1 ) I Om-time、LNGおよび AoEの 3群の検討

I Om-time ( 10 m 歩行時間）と LNG（総軌跡、長）との間には相関がみられ、

伊東らの報告と同様に、歩行時間が小さいほど重心動揺も小さくなる傾向と

なった 16）。また、独歩群、杖群、シルバー群と屋外の移動能力ごとに検討

したところ 1 Om-time 、LNG、AoE （矩形面積）について、有意差が確認で

きた。つまり、静止立位時の動揺が大きくなるほど、歩行速度や歩行能力が

低下し、杖やシノレバーヵーといった歩行支援用具の必要性が増すことが示唆

される。

重心動揺は加齢とともに増加することはこれまでにも多数報告されてお

り 16）・18）、転倒との関連性は小さいとされている 19）。転倒は身体重心が支持

基底面から逸脱すことにより生じる。重心動揺が大きくなっていても、支持

基底面から身体重心が著しく偏傍し、支持基底面内に身体重心を保持できな

くなるほどの動揺ではないため、転倒との関連がなかったと思われる。

歩行速度も加齢とともに低下する運動能力である。歩行速度を規定する因

子として 歩幅が挙げられ下肢筋力、特に膝の伸展筋と足の屈伸筋力が歩幅

と密接な関係にあると報告されている 20）。歩行支援用具、とくにシルバー

群は 3群の中で有意に歩行速度が小さいため、歩幅は小さく下肢筋力も低下

していると推察する。また、歩行速度、とりわけ最大歩行速度と転倒との関

係については、転倒群は非転倒群より最大歩行速度が有意に小さいと報告さ

れている 21）。しかし、上野ら 19）はシステマティック・レビューによる転倒

関連因子を分析しており、最大歩行速度と転倒との聞には有意な関係、は確認

できなかったとしている。実際に転倒の多くは歩行時に起こっており 22）、

ふらつき、すり足歩行など歩行能力の低下が転倒の引き金になる可能性は否

定できない。シルバー群を代表とする下肢障害を有する後期高齢者において、

姿勢制御の改善を図り、転倒予防の対策を講じることは特に重要であると考

える。

(2）シルバー群の AoE、x・LNGおよび y・LNGの検討

シノレバー群のみ、 15cm高の立位姿勢を保持する条件 3において、一時的

に不安状態が生じ、 AoE をはじめ x・LNG（左右軌跡長）、 y・LNG（前後軌跡長）

の増加をもたらしたと考える。また、シルバー群の 2名については腕組みを

続けるのが因難なほど、不安を強く訴えていた。独歩群、杖群では条件 3の
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高さによる姿勢動揺への影響は確認できず、不安を惹起するには至らなかっ

た。

本研究の不安とは、同じ環境下でも、歩行能力の違いが不安の出現に影響

を及ぼすことが確認できた 。もち ろん、設定高を高くするほど不安は生じや

すくなるため、本研究では上がり権の一般的な高さと思われる ・15cmを設定

高に採用した。性格特徴の不安傾向（特性不安： trait.anxiety）を表すので

はなく、環境因子による 一時的な不安状態（状態不安： stateanxiety）を指

している。よって 3鮮における不安傾向の違いが姿勢制御に影響を及ぼした

可能性もあり、今後検討すべき課題であると考え る。

不安が立位姿勢制御に及ぼす影響について、大野 らは健常若年者を対象に 、

不安が充進すると開眼時のみ AoEと y・LNGが有意に噌加するとしている 23）。

Wadaらは重心動揺波の周波数分析を行い、不安の高い被験者群では、前後

方向の低周波帯域のパワーが大きいとしている 2・4）。 今回の実験では前後方

向だけでなく、左右方向にも軌跡長の増加が確認で きた。 ヒトの姿勢制御は、

主に足関節と股関節の働きにより行われており、静止立位保持に要求される

姿勢制御能は足関節を中心におこなわれる 26）。また、 加齢により足関節よ

り股関節を優位にした姿勢制御が行われるため、後期高齢者であるシノレバー

群では股関節制御により左右方向にも重心動揺が大 きくなったと考える。条

件 4では身近に平行棒があることで不安が軽減し、前後・左右とも軌跡長が

有意に小さくなったと考える。シノレバーカーを移動手段にする後期高齢者の

場合、平行棒に触れなくとも手の届く範囲に存在することで高さから生じる

不安を和らげる効果が期待できる。

Calvo ら 26),27）によると、不安はワーキングメモリ の中央実行系の処理効

率を低下させる認知的妨害であると指摘している。また、大野らは不安と姿

勢動揺との関係について、感覚統合過程や運動プログラムの発現機構に不安

が何らかの影響を与えると考察している 23）。そして、姿勢制御は自動的に

調整されるだけでなく多重感覚を統合するため の注意能力、および認知機能

の必要性が報告されている 3)-28),29）。つまり、シノレバー群は他の群より不安

が惹起されやすく、不安がワーキングメモリ の処理効率を低下させ、姿勢制

御に要求される多重感覚を統合する注意能力 の低下を招いたものと考える。

また、不安に対し注意の分配が生じ、立位保持に要求される注意量が減少し

たことも考えられる。もちろん、不安により呼吸数の増加や筋緊張の允進グ

姿勢動揺を増大させた可能性も考えられる。しかし 、生理的反応だけでなく、

不安が注意能力といった高次の認知機能の低下を招き、姿勢動揺が増大した
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と推察する。

今回の研究結果から障害高齢者の転倒の予防対策には、運動介入のほか手

すりの導入など住環境整備が必要であると考える。 Gillespieら 30）によると、

転倒の発生を減少させるためには、運動介入による身体機能の向上のほか、

住環境整備などを含む学際的・包括的な取り組みが効果的であると報告して

いる。不安により姿勢制御が損なわれる可能性のある行為場面では、手すり

をはじめ何か支えられる物体を導入し、少しでも不安を軽減することが転倒

予防につながると考える。手すりが手の届く範囲にあることで少しでも安心

感が沸き、歩行や移動動作が円滑に行うことが可能となり日常生活をより安

全に過ごすことができると考える。
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2-4バ ランス能力向上に向けた取り組み
． 

2-4-1 目的

高齢者の転倒予防を目的とした先行研究において、下肢筋力強化練習、歩行・

バランス練習など、多くの運動介入の方法や効果が報告されている 31).32）。 と

くにバランス練習は極めて重要であり、太極拳のように支持基底面を移動させ

つつ姿勢を制御するバランス練習については転倒予防の効果が大きい 33）。

下肢筋力強化練習やバランス練習といったこれま でのバ ランス障害に対する

運動プログラムは Shmway・Cookらのバランス理論によると神経筋・筋骨格

系戦略が主体である 3）。バランス機能は高次運動機能として階層構造を有する

ものであり、バランス機能の向上を運動学習とするならば、難易度の設定 6）、

注意や判断に基づく認知機能への戦略が求められる 。

そこで本研究ではバランスのシステム理論における知覚システム

(perception）・認知システム（cognition）に焦点をあてたバランス練習が要

介護高齢者の FunctionalReach Test ( FRT）、 TimedUp & Go Test (TUG）に影響を

及ぼすかどうか検討した〈図 2-3参照）。

action 

神経筋

， 

p ere e"'&tio.n 

各感覚系

感覚戦略

ition 

内部表象

適応機構

これまでの練習

下肢筋力練習

知覚・認知機能に

働きかける練習

図 2-3 知覚・認知織能に働きかける練習
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2-4-2対象と方法

( 1 ）対象
． 

第2章軽度要介護高齢者の転倒予防支援

本研究の対象者は在宅生活を送り、外来リハビリならび通所デイケアを利

用している歩行可能な要介護高齢者とした。要介護高齢者とは介護保険制度

の要介護認定もし くは家族の介護が必要とされている 65歳以上を指す。こ

のうち認知機能に大きな問題がない後期高齢者 23名、男性 4名、女性 19

名、 75歳～88歳（平均 81.5±4.8歳）を対象とした。運動群、認知群の各々

に対象者を無作為に分類した。表 2・8には対象者の個人属性を示した。対象

者の主疾患は変形性関節症 8例、大腿骨頚部骨折 6例、脳血管障害 5例（右

片麻療 3例、左片麻療 2例、いずれも高次脳機能障害がないもの）、パーキ

ンソン病 2例、関節リュウマチ 1例、廃用症候群 1例であった。本研究は対

象施設註 1 の倫理審査委員会において承認されており、倫理的配慮、として対

象者の家族に研究概要と個人情報の保護などの説明を行い、承諾書の署名に

より参加の同意をえた。

(2）検査項目と測定方法

対象者の個人情報として年齢、性別、身長、体重、 BodyMass Index (B.MI）、

知的機能（MiniMental State : MMSE）を調査した。移動能力については自由

歩行速度、最大歩行速度を測定した。姿勢バランス評価として、 Functional

Reach Test ( FRT）、重心動揺検査（BodySway: BS）を行った。歩行速度につ

いて、被検者は lOmの歩行測定区間を歩き、 3m-8mの 5m区間の時間を

測定し分速に換算した。被検者に対する教示は自由歩行速度の場合、「いつ

もの速さで歩いて下さい j とし、最大歩行速度の場合は「できるだけ早く歩

いて下さい j と統ーした。 BS1の測定は、被検者は開眼にて両側の睡部距離

を 15cm開脚位に位置し、重心動揺計の上に 30秒間静止立位保持したときの

総軌跡長（LN・G）、 X方向最大振幅（X-length）、 Y方向最大振幅（Y-length）を

測定した（アニマ社製）。 FRTは肩幅程度の開脚立位にて利き手を 90度屈曲

し、そこから上肢をその高さを保ったまま最大限前方に伸ばしたときの到達

距離をメジャーにて測定した。

註 1：筆者が以前に在籍していた病院
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表 2-8 ベースライン時における対象者の個人特性

年齢（歳）

性別（人数）

身長（ cm)

体重 （ kg)

BMI 

知的機能（MMSE) 

要 介護度

運動群（n=l2)

認知群（n=ll)

運動群

認知群

運動群

認知群

運動群

認知群

運動群

認知群

運動群

認知群

運動群

認知群

79. 7 (5. 4) 

82. 7 (5. 6) 

男性： 3名

男性： 1名

151.5(8.3) 

147.0(7.2) 

54. 4 (8 .. 3) 

50. 4(11. 2) 

24. 1 (5. 9) 

22. 5 (4. 3) 

24. 1 (5. 9) 

22. 5 (4. 3) 

女性： 9 名

女性： 10名

非該当者： 1名、要支援 I : 3名

要支援 Il : 2名

要介護 I: 4名、要介護 II: 2名

非該当者： 1名、要支緩日： l名

要介護 I: 7名、要介護 II: 2名

平均値（標準 偏差）
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(3）実験デザイン

本研究では 3期に分類し検査測定を行った。第 I期をベースライン期とし、

対象者の検査項目の測定を行った。第 H期を介入期とし、ベースライン期の

測定後、対象者は週 2～3聞の割合で 4週間、合計 10回の運動を継続した。

第E期は追跡期とし、全ての対象者に対する運動介入を中止し、 4週目に全

ての機能検査を行った。全ての期間を通して、通常実施していた外来ならび

通所デイケアの物理療法（温熱療法など）や理学療法士とのリハビリ練習な

どについては継続して行った。

(4）バランス練習

バランス練習で使用したバランスボードは図 2・4に示した。正方形の合板

(450×450×10：単位は mm）中央部に円柱状の木材（直径 30mm、長さ 450

mm）を取り付けたものである。

． 

図 2・4作成したバランスボード
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第2章 軽度要介護高齢者の転倒予防支援

図 2-5 左右方向のバランス練習

不安が少し出る程度に傾斜角度を調整した．

傾斜角度の調整には市販のコースターを使用．

運動群のバランス練習について、まず被検者は 平行棒を両手で把持し、水

平位に設定したバランスボード中央に立ってもらった。次に被検者は両手を

離した状態で身体重心を前後・左右へ移動させ、不安を感じない角度で前

後・左右各方向でバランスボードを水平に保つよう指示した（図 2・5）。

認知 群のバランス練習はコントロール群同様に平行棒内にてバランスボ

ードを水平に保つ課題とし、介入群では練習開始前に課題の難易度を設定し

た。難易度は不安が少し出現する程度に バランスボードの角度を設定し、不

安をさほど感じなくなると傾斜角度を大きくし難易度を調整した。角度の調

整には市販のコースタ ー を 使 用 し た 。 最 大 傾 斜角度は 15。とした。バラン

ス練習施行中に「身体のどこでバランスをとっていますか j、fどんな感じが

しますかj、などを質問し身体が感じている こと、内的表象を口頭で報告し

内部観察を毎回記録した。両群とも前後・ 左右とも各 2分程度施行し、聞の

休憩を 1分とした。施行中の足幅や視線に ついては特に指定しなかった。理

学療法士 1名が近接で見守り、腰痛の悪化やめまいの有無などリスク管理に

十分配慮、した。
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(5）分析方法

1）予備検討事項

ベースライン期における年齢、身長、体重、 BMI、MMSE および全ての検

査項目について運動群と認知群の差を調べたところ LNGのみ有意差があっ

たがそれ以外の項目では有意差は認められなかった。

2）運動がバランス機能に及ぼす影響

両群について、ベースライン期の測定値と介入後の測定値を比較した。運

動中止後の効果の持続性を検討するため、ベースライン期と追跡調査時の測

定値を比較した。また、介入期の測定値からベースライン期の測定値を減算

し両群のA値を算出した。認知群については課題の難易度を表す傾斜角度は

毎回記録し、内部観察は介入初回目と介入 10回目の内容を記録した。

ベースライン期と介入期、追跡期については Wilcoxonの符号付き順位検

定 を 用 い て 統計処理した。運動群の 4値と認知群の A値の比較には

Mann・Whitneyの U 検定を用いて処理した。統計解析には統計解析用ソフ

トSPSS11.0Jを用い、有意水準は 501oとした。

2-4-3結果

(1）練習の実施状況

介入期間にわたり、体調不良の者や途中中断し脱落するものは一人もいな

かった。

(2）バランス機能の変化（表 2・9)

運動群の機能変化について、ベースライン期と介入期の比較において有意

差があったのは LNG、x-LNG、y-LNGの 3項目のみで、それ以外の項目につ

いては有意差を確認できなかった。ベースライン期と追跡期の比較では、す

べての項目に有意差は認められなかった。

認 知 群 の 機能変化についてはベースラ イン期と介入期の比較において有

意差があったのは FRT、LNG、x-LNG、y-LNGであり、歩行速度には有意

差は認められなかった 。ベースライン期と追跡期の比較では LNG、x-LNG

に有意差は認められた 。
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表 2-9 運動群と認知群の結果

運動群（n=l2)

ベースライン

自由歩行 （mis) 42.6(7 .8) 

最大歩行（m/s) 59.8(19.4) 

FRT(cm) 21.1(5.0) 

LNG( cm) 60.9(22.4) 

x-LNG(cm) 3.0(0.8) 

y-LNG(cm) 2.8(0.8) 

認知群（n=11) 

ベースライン

自由歩行（m/s) 37.4(5.8) 

最大歩行（m/s) 47.4(7.5) 

FRT(cm) 16.9(5.0) 

LNG( cm) 89.1(31) 

x-LNG(cm) 6.3(4.l) 

y-LNG(cm) 6.9(6.0) 

平均値（標準備差）を表示

Wilcoxonの符号付き順位検定

介入後

44.1(9.9) 

60.5(21.2) 

22.9(4.2) 

45.6(15.3) 

2.4(0.8) 

2.3(0.7) 

介入後

37.4(5.0) 

49.8(8.5) 

19.7(4.2) 

,69.9(35.0) 

2.6(0.9) 

2.8(0.9) 

ns=not significant. •p < 0.05・・p< 0. 01・・・
p< 0.005. 

FRT:Functional Reach Test, LNG:Length 

x .. LNG:x-Length, y-LNG:y帽 Length
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p値 追跡後 p値

ns 43.6(8.8) ns 

ns 54.5(15.9) ns 

ns 21.2(5.0) ns 

* 54.1(17.0) ns 

＊ 2.8(1.3) ns 

＊ 2.7(0.8) ns 

p値 追跡後 p値

ns 36.4(6.0) ns 

ns 44.7(7.3) ns 

＊ 18.5(5.0) ns 

* 59.7(33.l) ＊＊ 

＊＊＊ 2.9(1.5) ＊＊ 

＊ 3.0(1.0) ns 
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L] L:J LNG、A自由歩行、

第2章

~~ x・LNG、

「バランスを

(4）内部観察の結果（表 2・11)

表 2・11は認知群 1回目と 10回目の内部観察の結果である。

とるのが困難j、「顔を上げられない j、「膝がしんどしリなど全体的に 1回目

i
i
t
 

ード
1

l

i
e－
円
｜
｜

「怖ではバランス戦略の難しさに関する報告が多くみられた。

さがない JI、「膝が楽になる J、「足負担の軽減 j など難しさに関する報告が少

なくなり、「腹部にカを入れる j 、「前を向ける J~ といったスキルの上達を示

唆する報告もみられた。

回目では10 

運動群と認知群における各項目の変化値（.LJ）.の比較表 2-10

p値認知群運動群

じ

ns 

ns 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 0.1(0.4) 

1.5(2.0) 

2.6(3.3) 

ー 18.6(7.7)

ー 3.7(3.5)

-4.1(4.1) 

1.5(2.6) 

0.8(2.4) 

1.6(3.1) 

-14.6(6.5) 

ー 0.5(1.2)

-0.5(0.4) 

A自由歩行（m/s) 

A最大歩行（m/s)

L:J FRT(cm) 

L:J LNG( cm) 

L:Jx-LNG(cm) 

L:J y-LNG( cm) 

を表示平均値（標準偏差）

*p< 0.05 ns=not significant. Mann-Whitney U検定

コントロール群（n=l2）、
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運動群の A値と認知群の A値を比較した結果、

L:Jy・LNGに有意差が認められた 。

介入群（n=ll)
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表 2-11 内部観察の結果

被験者｜ 1回目

a i前後左右とも足関節で

バランスをとっている

e 

一度にたくさん傾くと

バランスをとるのが困難

腰でバランスをとっている

前後が難しい

前方は怖くない

後方は急に傾く感じ

左右は股関節を、前後

は足関節を意識する

1 0回自

体を固定するため

お腹に力が入っている

I怖さはなく、ボードの傾

きが足底でわかる

左右は膝と足関節で

前後方向は足関節で

後方への不安感は軽減

b 

c 

d 

前後左右とも足底で

バランスをとっている
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2-4-4考察

本研究では注意や判断、言語など認知機能に働きかけるバランス練習が要

介護高齢者の立位姿勢バランスの指標である FRT、BSに及ぼす影響を検討

した。

運動介入による 効 果 は ベ ー ス ラ イ ン 時 の低い者ほど改善が期待されるた

め、両群における初期機能の比較を行った。その結果、 LNGのみ有意差が

確認できたが、そのほかの個人特性、歩行特性、姿勢バランス能力に有意差

は認められず介入効果の是非の判定が可能であると考えられた。

(1）運動群と認知群

今回、前後・左右方向に傾斜するバランスボードを作成し、バランス練習

を行った。運動群において、介入期の BS一部に有意差が確認できた。本バ

ランス練習は支持基底面内で姿勢を制御するバランス能力が要求され、これ

は股関節よりも足関節による制御が必要であることが知られている 34）。本

対象者は股関節の制御を優位に使う後期高齢者であり、練習を実施すること

で足関節による制御が向上し立位姿勢バランスが改善したと考えられる。し

かし、追跡期では有意差は認められず即時的な効果であったと考えられる。

認知群では、 FRTをはじめすべての BS項目に有意差が確認され、運動中

止後の追跡期についても LNG、x・LNGの有意差が確認されており、効果の

持続性があったと思われる。介入期とベースライン期の測定値の両群比較で

は運動群に有意な向上があったのは自由歩行のみで、認知群がすべての BS

項目において有意に改善がみられた。このことは同じ運動内容であっても認

知機能に働きかける介入手法の方が有効であることが示唆され、持続的な効

果も期待できる可能性が示唆された。

著者は障害を有する後期高齢者の立位姿勢制御を調査し、歩行時間と重心

動揺との聞に相関関係があることを報告した 35）。今回、立位姿勢バランス

向上が歩行速度の向上に寄与するものと仮説を立てていたが、歩行速度の改

善は確認できなかった。高齢者の歩行速度は立位姿勢バランスのほかに下肢

筋力をはじめ、ほかの要因に影響されやすく 34）、 BSの改善が歩行速度の改

善にいたらなかったものと考える。

(2）知覚・認知機能へのアプローチ

転倒予防を目的とした立位バランス改善の戦略は、下肢筋力増強やバラン

ス練習を中心とした筋骨格系要素・神経筋共同収縮系へのアプローチが主流
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第2章軽度要介護高齢者の転倒予防支援

である。しかし、立位バランスの保持は姿勢反射システムによる筋骨格・神

経筋系の働きだけではなく、知覚系システムや認知系システムといった、よ

り高次な認知機能の働きが不可欠である 4）。これまでも知覚弁別能力の向上

が立位姿勢バランスを改善する報告 36）や、注意、判断、言語などの高次な

認知機能の働きが立位バランス能力に関与していることが報告されている

28),29｝。

そこで本研究では認知機能にアプローチする運動介入の手法を用いるこ

ととした。姿勢バランス能力の向上を運動学習とするならば、対象者のパフ

ォーマンス能力に応じた適切な難易度が要求される 5）。 難易度は課題施行中

の不安の程度に設定した。不安が強くなると身体への注意や意識が向きにく

くなり、姿勢制御に要求される感覚統合過程をはじめとする認知過程に影響

を及ぼすことが報告されている 24）。不安がない状態では難易度が低いと考

え、不安が少し出現する状態を難易度とした。介入期の運動回数を 10回と

規定していたが、課題の傾斜角度の推移から考えると、継続して運動を行う

ことで難易度の上昇が予想され、姿勢ノくランス機能の向上につながったかも

しれない

次に課題遂行時に身体が感じたことを報告し内部観察を記録した。課題遂

行時に対象者の意識がどのような運動を選択し、何を感じながら動きを修正

しようとしているのか外部からの観察では読み取るのは困難である。宮本ら

はセラピストが対象者の運動学習を理解するには内なる変化を感じ取る必

要があり、そのためには身体で感じている運動感を言語で報告する必要性を

説いている 6）。さらに課題の有する運動特性を理解しておくことは効率的な

学習を可能にするとともに、報告表現をより具体化するような尋ね方は学習

効果を高める可能性があると考える。運動学習とは知覚を手がかりとして運

動を目的や環境に合うようコントロールする能力が向上していく過程であ

り、そこでは知覚ー運動協応の重要性が強調されている 37),38）。効果の持続

性ならび内部観察の変化から考察すると介入群では知覚ー運動協応が起こ

り、運動学習効果をもたらせた可能性が示唆される 。

つまり、運動学習とは外部環境や内部環境に選択的な注意が向けられ、そ

れらに適応した行為につながる、環境適応能の向上と解釈が可能であると考

える。
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2-5 まとめ

住宅改修を行った 40名について改修箇所など追跡調査を実施した。改修

を実施した箇所の多くは手すりの設置であり、屋内の移動動作を支援する住

宅改修が多い結果となった。手すり設置理由については、玄関では「介助が

必要J、トイレでは「危ない j と場所によって設置理由が異なることが判明

した。玄関では上がり権の昇り降り動作の介助量を軽減し、移動動作能力の

自立を促す目的に改修が行われたものと考える。

トイレの移動動作の自立度は他の場所より有意に高く、日中は手すりがな

くとも使用可能なレベルであっても、使用頻度の多さ、就寝時の使用を考慮、

すると転倒事故予防の観点から、安全性を考慮、し手すりの設置が導入された

ものと考えられる。

つぎに手すりの有無により姿勢や動作に影響を及ぼすかどうか検討した。

軽度要介護高齢者を独歩群、一本杖群、シルバーカー群と歩行能力を 3群に

分類し、同じ環境下での不安出現に違いがあるかどうか調査した。すると、

シノレバー群が有意に重心動揺が大きくなり、同じ環境下でも歩行能力の違い

が不安の出現に影響を及ぼすことが確認できた。さらに、不安が出現した条

件に身近に手すりを設置すると、不安が軽減し、前後・左右とも軌跡長が有

意に小さくなった。シルバーヵーを移動手段にする軽度要介護高齢者の場合、

平行棒に触れなくとも手の届く範囲に存在することで高さから生じる不安

を和らげる効果が期待できる。

歩行能力が低下した要介護高齢者では不安が惹起されやすく、不安がワー

キングメモリの処理効率を低下させ、姿勢制御の要求される多重感覚の統合

に必要な注意能力の低下を引き起こすものと考える。このように、姿勢制御

は自動的な姿勢反射メカニズムによるだけではなく、不安という情意に影響

され、注意や判断といったより高次な認知機能が関与しているが判明した。

転倒予防の取り組みとして、外部環境や内部環境に注意・判断が要求され

る、知覚・認知機能に着目した運動介入により、軽度要介護者のバランス能

力に影響を及ぼすか検討した。軽度要介護者をバランス練習のみの運動群と

認知機能に働きかけるバランス練習の認知群、2群に分け運動介入を行った。

介入期とベースライン期の測定値の両群比較では、認知群がすべての BS項

目において有意に改善がみられた。運動中止後の追跡期についても LNG、

x・LNGの有意差が確認されており、効果の持続性がみられた。このことは

同じ運動内容であっても難易度設定や内部観察といった認知機能に働きか

ける介入手法が有効であることが示唆され、持続的な効果も期待できる可能
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第2章 軽度要介護高齢者の転倒予防支援

性が考えられる。

立位バランスの保持は姿勢反射システムによる筋骨格・神経筋系の働きの

ほか、知覚系システムや認知系システムといった、より高次な運動機能とし

て階層構造を有するものである。運動学習とは知覚を手がかりに、目的や環

境に合うよう運動制御の能力が向上する過程であり、環境適応能の向上と解

釈ができる。知覚・認知機能に働きかける本介入により、環境適応能が向上

し、転倒事故の予防支援につながるものと考える（図 2・6）。

action 

神 経筋

骨格系

percept10 

各感覚系

感 覚 戦 略

cognition 

内部表象

適応機構

図 2-6 転倒予防支援への取り組み

77・ 

これまでの練習

下肢筋力練習

知覚・認知機能に

働きかける練習

環境適応能の改善

転倒事故予防支援
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第 3章 重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

3-1はじめに

1章では、誤句集性肺炎を発病するのは脳血管障害の既往があり、発症からあ

る程度経過した慢性期、しかも寝たきりといった重度介護状態によるところカミ

大きいことを説明した。誤句集事故の背景には、磯下障害が潜んでおり誤嚇事故

を予防支援するには、脳血管障害による摂食喰下障害の解明、さらに摂食鴨下

機能を改善することが求められる。

脳血管障害と摂食礁下障害の関連について多くの報告があり、脳幹に存在す

る嚇下中継が障害されなくとも、運動麻症とりわけ仮性球麻療による麻痩側の

顔面口腔周域に運動・感覚障害がみられると摂食鴨下障害を招きやすい。急4全

回復期では摂食礁下機能に問題がみられなくても、慢性・維持期になり廃用 f全

や加齢により運動機能低下が進むと、摂食嚇下障害が顕在化する 。

施設で療養生活する慢性期脳卒中患者はまさしくその典型例である 。 日常生

活のさまざまな活動が制限されると同時に、摂食城下障害も大きな問題となる。

嚇下障害を招くと、食べる楽しみが奪われるだけでなく脱水や低栄養状態を引

き起こし、誤明記（不顕）性肺炎など生命予後にも大きく影響を及ぼす l）。そこで 、

摂食嚇下機能の向上目的に、摂食礁下リハビリテーションが実施されるが、リ

ハビリテーションは障害像の個別性、従事者の経験などに左右されるため、脳

卒中患者の摂食味下機能の関連要因が十分に解明されたとはいいがたい。 そこ

で慢性期脳卒中患者を対象に、多変量分析を用い摂食城下機能に影響を及ぼす

関連要因を総合的に分析し検討することを第一の目的としている 。

慢性期脳卒中患者は仮性球麻痩の影響により、顔面をはじめ、口唇、舌、喉

頭さらに咽頭領域の筋群に運動麻療が起こり、構音障害をはじめ摂食・可能下機

能低下を引き起こすことが知られている。また口膚閉鎖の機能不全などにより

流誕を呈することがある。これまでは、口腔周囲の運動障害に対し、口唇閉鎖・

舌の運動、頬膨らましなど、麻療で障害された部位の反復した運動練習が 一般

的である。そこで、関連要因の分析結果から得られた知見に基づき、考案した

知覚弁別課題を慢性期脳卒中患者 2症例に試行し、その効果検証することを第

二の目的とする。

被食・鴨下障害のリハビリテーションには、良肢位での坐位保持を目的とし

た姿勢筋緊張の調整、努力性呼吸や咳轍困難に対する呼吸リハピリテーション

などがある 2）。また、機下機能の改善に対する試み では、 頭頚部の可動域訓練

3）、舌骨上筋群の筋力強化を目的にした頭部挙上練習（，Shakerexercise，）り、寒冷

刺激による礁下反射の誘発など、運動麻療や異常姿勢 といっ た城下障害の二次

的な限審因予に対する取り組みが報告されている 。
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一方、 Miller らは、上位運動ニューロンの両側性障害により起こる仮性球麻

療では、阻鴫運動を忘れる、食事への注意カの低下、判断力の低下など、認知

過程の問題を指摘している 5）。

そこで、試行した知覚弁別課題の効果結果を踏まえ、仮性球麻療を呈し、長

期間にわたり経鼻チューブ栄養だった 1症例に対する摂食・礁下機能向上の取

第3章

り組みについて、検討することを第三の目的としている。
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第 3輩 重度要介護高齢者の誤礁予防支援

3-2慢性期脳卒中患者の畷下機能に関する調査

3-2-1目的

施設で療養生活する慢性期脳卒中患者は加齢にともない、障害が重度化し移

動動作が困難になり、日常生活のさまざまな活動が制限される 。摂食鴨下機能

もそのひとつであり、礁下障害を招くと、食べる楽しみが奪われるだけでなく

脱水や低栄養状態を引き起こし、誤嚇（不顕）性肺炎など生命予後にも大きく影

響を及ぼす 1）。これまで脳血管障害患者の摂食礁下障害は単変量分析を用い運

動機能面や呼吸機能面、知能機能面などの関連性が検討され鴨下障害の個別性、

多様性が報告されている 6）～9）。ところが摂食磯下リハビリテーションの見地か

らすると、摂食礁下機能との関連要因が十分に解明されたとはいいがたく、

EBM情報が乏しいのが現状である。そこで施設生活を 送っている要介護状態の

慢性期脳卒中患者を対象に、多変量分析を用い摂食鴨下機能に影響を及ぼす関

連要因を総合的に分析し検討する。

3-2-2対象と方法

T病院（一般病床 50床、医療療養型病床 100床、介護療養型病床 100床、

回復期リハ病棟準備中、年間脳卒中患者数は 60～80人）において、長期にわ

たり療養生活する脳卒中患者（,84名）のうち、簡単な質問に応じられないもの、

そして呼吸器疾患の合併症があるものは除外とした。さらに臨床所見として藤

島の f摂食句集下能力に関するグレードJ を使用し、誤嚇リスクが極めて小さい

とされるグレード 8 （特別に礁下しにくい食品を除き、 3食経口摂取） 1 O）以上

の 60名、男性 22名、女性 38名、年齢 70歳～91歳（平均 82.6土 8.3歳）を対

象とした。「摂食礁下能力に関するグレード j は全 10段階で、グレード 1～3は

重症で経口不可、グレード 4～6は中等症で経口と補助栄養、グレード 7～9は軽

症で経口のみ、グレード 10は正常を指す。病型、麻療側、病巣部位など対象

者の基本情報は表 3・1に示した。肺炎既往は 2名、球麻療はひとりもいなかっ

た。

調査は摂食樵下障害患者に 5年以上携わっている看護師ならびに理学療法士

により行われた。対象となる患者ならび家族には調査内容と目的を主治医から

口頭と紙面にて説明を行い、理解が得られた上で協力を求めた。また、被験者

にならなくても不利益にならないことも合わせて説明した。
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, .. 
表 3-1 対象者の基本情報 II j 

•• 
年齢（歳） 82.6土8.3

II 

性別：男性／女性 22/38 
ll 

発症からの期間（日） 475.1±814.3 
1111 

病型（人数） 脳梗塞 42 
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(1）燃下機能評価

嚇下機能評価には、改訂水飲みテスト (Mo.dified Water Swallow Te,st、以下

MWSTと略する） 11）、反復唾液句集下テスト（RepetitiveSaliva Swallowing Test、以

下 RSSTと略する） 1 2）を採用した。 MWSTは水 3ccを飲み込み、味下状態を 5

段階で計測した。誤燃リスクを回避するため、 MWSTは口腔ケアを行った後に

実施した。次に RSSTの 測 定 は 30秒間唾液鴨下の回数を記録した。
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(2）口腔機能評価

口腔内の f感覚の有無 j を 2段階で測定した。食後に口腔内食澄の自覚の有

無を質問し、食、准があるにもかかわらず自覚がない、または乏しい場合を「感

覚なし j、自覚がある場合を f感覚あり j と評価した。「頬膨らまし j、「軟口蓋

の挙上 j、「下顎の位置 j、「舌の突出 j、「舌の左右 j について、旭式発話メカニ

ズム検査改訂版 13）を用い 4段階（ l：不動・ほとんど動きがみられない、 2：タ〉

しの動き、 3：：かなりの動き 4：正常の動き）で計測した。さらに、日中安静時、

口腔内の「乾燥の有無 j について、口腔内の湿潤が乏しい場合は「乾燥あり j、

湿潤があれば f乾燥なし j と 2段階で評価した。また、「関口の頻度 j につし、

ては、日中安静時の関口状態が「多い・少ない j の 2段階で評価した。

(3）呼吸機能評価

日中安静時の「 1分間呼吸数 j、「酸素飽和濃度 j、「心拍数J, r最長発声時間 j、

さらに「鼻呼吸時間 j、「疾吸引の必要J、「ティッシュ吹き j を計測した。「鼻呼

吸時間 j は連続した鼻呼吸時間を計測し、 4段階（1：不可、 2: 10秒未満、 3: 

20秒未満、 4: 20秒以上）に分類した。 fティッシュ吹き j は口元に置いたティ

ッシュを強く吹いてもらい、呼気の強さを測る目的で 3段階（ 1：不動、 2：少

し動く、 3：勢いよく動く）に分類した。

(4）運動機能評価

運動機能面については、「坐位姿勢能力 J と「頚椎可動性 j を計測し評価を

行った。「坐位姿勢能力 j は 4段階（1：背もたれがあっても頚・体幹とも大きく

傾く 2：背もたれがあっても頚・体幹どちらかが大きく傾く、 3：背もたれカ

あると頚・体幹とも傾きが小さい 4：背もたれなしで頚・体幹の傾きが小さ

い）で評価した。脳卒中の句集下障害は坐位保持能力や頚部可動性に影響されやす

いため、両者を運動機能面の評価項目とした。なお、前後左右とも角度の小さ

い値を採用した。

(5）認知機能評価

認知機能評価には「知的状態 j と「覚醒の状態 j を計測した。「知的状態j

は柄津式「行動評価による老人知能の臨床的判断基準 j l 4）を用い 4段階にて評

価した。 4段階の内容は以下の通りである。 1：正常・軽度レベルで日常会話・

意思疎通がほぼ問題ない 2：中程度レベノレで簡単な会話はどうやら可能で介

助・助言が必要 3：高度レベルで意思疎通が困難 4：最高度レベノレで自分の
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名前や出生地すら忘れる

「覚醒の状態 j については、日中の覚醒状態、を担当看護師より聞き取りを行

い、 2段階（悪い、良し、）で評価した。カルテより身長、体重、 BMl(BodyMass 

Index）を調べた。

(6）統計学的解析方法

礁下機能評価である RSSTと MWSTの関連性については、クロス集計を行

い、 Spearman の順位相関係数を用いて検討した。 RSST、MWST を従属変数

に口腔機能、呼吸機能、運動・認知機能を独立変数として解析を行った。まず

度数分布、平均値の記述統計を行い、次に単変量分析では相関分析を行った。

そして、多変量分析では単変量分析の結果に基づいて有意水準 5%で 関 連 す る

変数を抽出しステップワ イ ズ 法 を 用 い た RSSTと MWSTとの多重線型回帰分

析を行った。全ての統計解析には、統計解析ソフト SPSS for windows(version 

11. 0 J）を用いた。

3-2-3結 果

礁下機能評価の結果をクロス集計にすると、 MWSTの rI J と「2J を合わせ

ると 27名となり、半数近い対象者が飲水時に何らかの問題がみられた（表 3・2）。

RSST roJが 27名（45%）を占め、その内 MWST 「3J の人が 7名存在した。

MWST と RSST の相関関係、を調べた結果、有意に正の相関関係、が見られた

（ρ＝0.64,p<O.O 1）。

表 3-2 MWST と RSSTのクロス集計
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表 3・3の評価結果から、口腔機能評価では口腔内乾燥が全体の 48%にみられ

45%が関口の頻度が多いとなった。呼吸機能評価では呼吸数の平均が 22.1±3.9

回、最長発声時間の平均が 3.7±3.2秒であった。運動・認知機能評価では頚椎

の左右角度の平均は I0.6土4.9度、覚醒の悪いのが 31%であった。

次に RSST、MWSTと各評価項目との関連を調べたところ、 MWSTと有意に

相関関係が認められたのは感覚の有無、関口位の頻度、乾燥の有無、座位姿勢

能力など 10項目が抽出された。RSSTと相関関係があった評価項目は知能状態、

感覚の有無、座位姿勢能力など 15項目が抽出された。

さらに RSST、MWSTの関連要因について多重線型回帰分析を行った結果が

表 3・4である。 MWSTに関連する独立要因としては感覚の有無、下顎の位置、

戦燥の有無が有意であった。この 3つの要因からなるモデルは MWSTの約 5

割（調整済み R2=0.492）説明できることが示唆される。 RSST に関連する変

数として多重線型回帰分析の結果、有意な独立関連要因は知能状態、感覚の有

無が認められた。この 2つからなるモデルは RSSTの 4割（調整済み R2=0.444) 

説明できることが示唆された。

． 
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表 3-3 評価結果ならぴ MWS丁、 RSSTの相関関係

全 体 （n=60) MWST RSST 

． －’. . 身長（cm)a) 150土8.4

体重（kg)a) 42土8.4

BM  Ia> 18. 7土3.5 •'• ... 

感覚の 有無（ある：ない） b) 42<10) : 1s < 30) I o.46** o.s 1“ 

乾燥の有無（ある：ない） b) 29 (48) : 31 <s2) I o.42・・ o.32“ 

頬膨らま し c) 2( 1・4)
口

I o. 26 0 .21 

腔 ｜開口の頻度（多い：少ない） b) 121(45) :33(55) lo.43“ 0.35 •• 

機 軟口蓋の挙上 c) 3(2・4) I o.42村 0.43“
能 ． 

下顎の位 置 c) 3(2・4) I o. 41“ 0.23 

｜舌の突出 c) 3(1・4) I o .11 0.32* 

舌の左右 c) 4( 1・4) I 0.23 0.41 * 

呼吸数（回／分） a) 22.1土3.9 0.12 

酸素飽和濃度（% ) a) 96.2土1.1 0.17 0.05 

呼 脈拍数（回／分） a) 75 .2土10 0.28. 0.12 
吸

｜最長発声時間（秒） a) 3.7土3.2 I o. 09 0. 39• 機
能 ｜鼻呼吸時間 c) 4( 1・4) I o. 21 0.21* 

疾吸引の必要（ある：なし） b) 10(17) : 50(83) I 0.26* 0. 32•• 

ティッシュ吹き c) 2( 1・3) I' 0. 3. 0.49** 

運 坐位姿勢能力 c) 3(1-4) I o. 4 •• 0. 51 •• 
動

頚椎の前屈角度（度） a) 25 .6土9.7 r o .14 0.26* 機
能 l頚椎の左右角度（度） a) 10 .6土4.9 I o. 11 0.28* 

認、
知能 状態 c) 2(1・3) I o.3s* 0.63“ 

知 覚醒の 状態（悪い：良い） b) 19(31): 41(69) 0.25 0.44. 
I I 1 機

能

a）平均値±標準偏差、 b）人数（%）、 c）中央値（最小値一最大値）

Spearman順位相関係数＊：pく0.05,* * :p<0.01 
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表3-4 多重線型回帰分析の結果

感覚の有無

乾燥の有無

下顎の位置

知能状態

感覚の有無

3-2-4考察

6・
MWSTの多重線型回帰

（調整済み R二乗＝0.49)

標準化偏回帰

偏回帰係数 係数 P値

-0. 6 8 8 

0. 596 

0.394 

-0.371 

0. 3 5 I 

0. 304 

RSSTの多重線型回帰

（調整済み R二乗＝0.44)

標準化偏回帰

0. 000 

0. 00 l 

0.。。。
． 

偏回帰係数 係数 P値

-0. 5 3 0 

-0. 5 3 I 

輔 0.519 

-0. 295 

0.000 

0.007 

城下機能 は咽 頭期 における燃下反射を指すだけでなく、先行期、準備期そし

て口腔期と、口腔器 官をはじめ他の身体機能に影響を受けやすいことが知られ

ている 。脳卒中の鴨下 障 害 に つ い て も 、 そ の 原 因は複数の場合が多く藤島は摂

食・鴨下 障 害 と し て 広い枠で考えなければならないとしている 16）。先行期では

食物認知や覚醒（意識）という認知機能の問題、準備期・口腔期では座位保持

の問題や口唇・舌の口腔機能の問題、むせが生じた場合の略出・呼吸機能の問

題などが挙げられる。

嚇下障害 との 関連 性についてはこれまでにも口唇閉鎖力 6）、咳轍能力 7）、 ADL

能力引‘8）、認知症 9）などが報告されている。これら報告の多くは単変量解析を

用ョいたもので、関連要因はいずれも鴨下障害の一部 分 を 説 明 す る と と は で き た

が、要因問の影響を考慮、し総合的な礁下障害への影響については不明な点が多

い。そのため鴨下障害が顕在化して初めて個別対応のリハピリが必要となる。

慢性期脳卒中の職下機能に関連する要因が判明すれば早期から関連要因に働き

かけ、横下機能の維持改善を効果的に図ることが可能となる。
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そこで本研究では慢性期脳卒中患者の樵下機能に及ぼす要因を明らかにす

ることを目的に、口腔機能、呼吸機能、運動機能、認知機能の 4つの側面より

関連要因を分析した。

． 

今回対象者を「摂食味下能力のグレード J8 以上という臨床上、軽度の鴨下

障害および問題のない方に限定したが、 RSST、MWSTの結果から対象者の半数

近くが明らかな嚇下障害がある結果となった。臨床上、句集下機能の問題が顕在

化していなくても、スクリーニングを実施することで、早期に礁下機能の問題

を把握できる可能性がある。藤谷 16）によると、加齢による畷下機能の低下は、

舌ー口腔機能により代償がおこなわれていると考察している。つまり、味下障

害があっても口腔機能の代償が可能であれば問題は顕在化しないが、加齢や障

害の重度化などにより、代償がしきれなくなると句集下障害が顕在化する可能性

があると思われる。

MWSTに関連する独立要因として感覚の有無、下顎の位置、 乾燥の有無が

有意であった。単変量分析では口腔機能をはじめ呼吸機能、運動・認知機能と

各機能評価と関連性がみられたが多変量分析の結果、上記の口腔機能の評価項

目のみが抽出された。 MWSTとは少量の水を飲み込み、むせの有無をはじめ呼

吸、発声の変化を観察するもので狭義の礁下反射、反射性嚇下を意味する 17)

（図 3・1参照）。

水をこぼさず速やかに咽頭に送り込み、タイミングよく帳下する、反射性味

下はまさに口腔機能そのものが重要な要因であることが判明した。むせや湿性

嘆声などの飲水時に問題がある場合、食前の口腔ケアを徹底し唾液の分泌を促

し、臼腔内乾燥の予防に努めるなど口腔機能改善に取り組むことが重要である

と考える。口腔ケアは口腔清掃のみならず、口腔内の感覚・運動的刺激により、

咳験反射や帳下反射の向上に有効であり 18）、十分な口腔ケアにより口腔の生理

機能が賦活化する可能性が示唆される。

MWSTは VFを使用せず脳梗塞などによる誤燃を予測するスクリーニング方

法としての有用性が報告されているが 19）、 RSST・を含めこれらはあくまでもス

クリーニング法に過ぎない。従来の水飲みテストでは 30mlと比較的多量の飲

水を行うため 11 ）、リスク管理上危険が伴うため少量の飲水で済む MWST を採

用した。また、水分・食物摂取時に増粘剤の使用も見受けられ、飲水の誤嚇予

防のため「摂食味下能力のグレード j の高い方を対象とした 10）。

RSST に関連する独立要因として知能状態、感覚の有無が有意であった。

RSSTの実施では、重度認知症や高次脳機能障害を有する者では RS'STを理解

し正確に実施することが困難なことが多く、馬場ら 9）も RSSTは認知能力や言
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第 3章重度要介護高齢者の誤磯予防支援

． 

語コミュニケーション能力に影響されるため、認知症高齢者では総合的に評価

すべきとしている 。RSSTは随意的に句集下を誘発させる随意性礁下を指し！？）、

口腔内の唾液量が乏しいと随意性句集下が困難になることが予想された 。 ところ

が独立要因として口腔内乾燥が抽出されておらず、認知症や口腔内の感覚障害

が随意性礁下、 RSSTに影響を及ぼす可能性が示唆される 。食事場面などにお

いて随意性樵下が問題になる場合にはまず認知機能に対する取り組み、作業療

法といった認知活動を高めるリハビリテーションが有用だと考える 。

.！~· ・-・ 11!1，【・・ー.·~－. 
τ ・
＝・.，＼大脳皮質 己［：・ι， ーーl• ． 
... ，.回＊ ..  ··~·ii .• 1.‘’ 

RSST ・・・
知的状態

感覚の有無

随意性礁下
「認知機能面 j

礁下中枢

感覚の有無

乾燥の有無

下顎の位置

f口腔機能面 j

MWST • • • • 

反射性礁下
.，・a・・・・・・・・・・・・・.．．  
： 脳 神 経 ： 
。・・・・・・・・・・ー・· •. ~’ 

． 
図 3-1 随意性蟻下と反射性職下の関係〈文献 11を改編）
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第3章重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

MWST と RSST との聞には強い相関関係がみられたが、多変量分析を行う

ことで MWST と RSSTとに独立して関連する要因が判明した。 MWST、RSST

それぞれにティッシュ吹き、疾吸引の必要といった呼吸機能との関連性があっ

たが最終的には独立要因として得られなかった。礁下機能と呼吸機能の関連性

は指摘されているが 7）呼吸器疾患の合併症を対象から除いているため、呼吸機

能の独立要因が得られなかったと考える。坐位姿勢能力についても両者に強い

相関関係がみられたが、独立要因として抽出されなかった。臨床上、座位姿勢

を調整することでむせの軽減や摂取量の増大など帳下機能が改善した症例を経

験しており 20）、蝶下機能との関連性は否定できず今後更なる研鎖が求められる。

MWST と RSST両者の関連要因として感覚障害が抽出された。感覚の重要

性ついては、 VFにより誤礁を検討した報告においても、 Logeman21）は咽頭の感

覚の有無が誤礁の予測に有用であると述べている。藤谷ら 22）は慢性期の礁下障

害患者に包括的アプローチを行ったところ、準備期や口腔期の改善に比べ、咽

頭期の改善は少なかったとしている。咽頭期は食塊の情報が感覚に入力され、

軟口蓋の挙上や食道入口部の開大など反射によるもので、有効な治療手段が確

立されておらず、咽頭期への介入は困難と思われる。しかし、流誕のある仮性

球麻痩患者を対象に、感覚・知覚システムを賦活化する目的で口唇の知覚弁別

課題を試みた結果、流誕が軽減し口腔機能の改善傾向がみられた 23）。慢性期の

摂食味下障害を対象に、口腔領域の感覚・知覚機能を活性化させることで咽頭

期の改善につながる可能性が示唆される。
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第 3章重度要介護高齢者の誤蝶予防支援

3-3 脳卒中患者 2症例を対象とした知覚判別課題が礁下機能に及ぼす影響

3-3-1目的

慢性期脳卒中患者は仮性球麻療により、顔面をはじめ、口腔周囲筋群に運動

麻療が起こり、摂食・礁下機能低下を引き起こすことが知られている 。流誕を

代表に口唇閉鎖の機能不全など、日常生活上、大きな支障を来たすことになる。

これまで 流誕に対する取り組みについては、頚部や頬部に対するアイスマツ

サ｝ジの実施報告されている 24）。口腔周囲の運動障害に対する練習は、口唇を

閉鎖する、舌の左右・上下運動、頬を膨らます練習など、口唇周囲の反復練習

が一般的である。

摂食礁下機能の関連要因を分析し検討した結果、鴨下誘発には随意性味下と

反射性嚇下があり、随意性嚇下の独立要因は認知機能面であることが判明した。

そこで、口唇周囲の知覚・認知機能を賦活化することが、摂食喰下機能に影響

を及ぼすか検証するため、流涯を呈する仮性球麻療の片麻簿 2例に対し、口唇

部の弁別課題を考案し試行したので報告する（図 3・2参照）。

大脳皮質

「知覚・認知機能面 j

随意性嚇下・・ H ・H ・...I に働きかける練習

知覚弁別課題の試行

句集下中枢

f口腔機能面 j に

アプローチ

アイスマ ッサージ

嚇下体操

反射性礁下．
．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・． ． 
－ 

． ． ． ． ． ． ． 脳神経－－
－－w

．，
 
．．
 ． ． ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

図 3・-2 知覚・認知栂能に働きかける練習
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第 3章重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

3-3-2症例紹介

対象は、仮性球麻痩症状を呈し、会話時に流涯が見られる慢性期脳血管疾，哲三

2例であった 首にかけているタオノレで麻療側の下唇から流出した唾液を拭く

場面が見られたが、流誕のまま放置していることもあった（図 3-3参照）。口 B空

内に貯留した唾液を飲み込むよう指示があれば、樵下は可能であったが、指示

がなければ自発的に蝶下することは少なかった。口腔の感覚機能については、

麻療側の下唇から下顎の表在感覚に 2例とも軽度から中程度の鈍麻が認めらオ1

た。対象者は意思疎通が十分に可能であり、高次能機能障害は特にみられなカミ

った。各症例の詳細な情報については以下の通りであった。

症例 1:68歳、男性、右内頚動脈梗塞による左片麻療、発症後 6年 2ヶ月経

過。 麻療側上肢 ならび下肢の運動機能面では 、 上 肢 、 下 肢 と も Brunnstrom

recovery stage （以下、 BRSと略する） IIであった。 ADL面では、 BarthelIndex 

（以下、BIと略する）45点で院内の移動において、車いす駆動は自立していた。

口腔周辺の筋緊張は、麻痩側肩甲幣から頚部、顔面、口唇にかけて過緊張の状

態であった。食事は箸とスプーンを使用し、一般食を摂取していた。

症例 2:72歳、男性、左被殻出血による右片麻療、発症後 6ヶ月経過。麻痩

側上肢ならび下肢の運動機能面では、上肢は BRSI、下肢は BRSHであった。

ADL面では、 BI40点で車いす移動は介助が必要であった。口腔周辺の筋緊張

は、麻療側頚部、顔面、口唇にかけて低緊張の状態であった。食事はスプーン

を使用し、お粥と刻み食を摂取していた。

費 図 日仮性球麻痩の口腔周囲

民l 普段、口唇を閉じることは少なく、会話時に 流
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第3章重度要介護高齢者の誤礁予防支援

3・3・3方法

弁別課題については硬さ・大きさ・形状の 3種類を準備し、それぞれの弁別

は三段階とした。課題で使用した道具については、次のような規格とした。

硬さの弁別では、台所用のナイロン製のスポンジを f柔らかしリ、弾力性の

ある発泡ウレタンを「中間 j、消しゴムを「硬しリとした。 大きさについては、

消しゴムを用い、 3mm×5 mm、3mm×10 mm、3mm×15凹の大きさにカットし、

それぞれを「小J• r中j・「大 j とした。形状については、木を使用し直径 8mm 

の円、 一辺 8mmの正三角形、一辺 8mmの正六角形をそれぞれ、「丸 j・「三角 J• 

f六角 j とした（図 3・4参照）。

課題 ｜ 道具の概要

硬さ ｜ 柔らかい（スポンジト中間（発泡ウレタン）

大きさ

形状

硬し、（消しゴム〉 大きさは 3mm×10 mm×5,0 mm 

ノト（3×5）・ 中（3×10）・大（3×15)

消しゴムを使用単位はm

丸（円）・三角（正三角形）・六角〈正六角形）

直径・一辺とも 8.mmの木を使用

図 3・4 知覚課題の道具
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第3章重度要介護高齢者の誤礁予防支援

手順については以下の通りである 。

．被験者に弁別課題の三段階を理解してもらうため、非麻療側の手で道具を触

ってもらいそれぞれの課題を開眼にて行った。手指での弁別が可能になれば、

次に口唇で弁別してもらった。アイマスクで閉限にし、関口してもらい、験者

は合図とともに被験者の下唇の中央に軽く道具を置き、唇を閉じ道具を挟んで

もらった。その時、験者は歯に道具が当たらないよう注意した。また、被験者

は道具を噛むのでなく、口唇をしっかりと閉じた状態で弁別するよう指示を与

えた。提示方法について、硬さを識別する場合、「唇に挟んでいるものは柔らか

いですか、硬いですか、それとも中間ですかj と問いかけ、口頭で答えてもら

った。各課題とも 10回ずつ試行し、ひとつの課題が終了すると、アイマスク

を外し、正答率や間違った点などを問答した。 2分程度の休憩をはさみ、次の

課題に移った。 1日に 1回、所要時間は約 15分程度で、週 3～4回の頻度で 15

回をもって終了とした。課題は車いす坐位にて実施した。弁別課題以外に口唇

へのアフローチは実施せず、 2症例とも動作訓練を中心とした運動療法を週 4

回、約 20分間行っていた。

評価項目については表 3-5に提示した。口腔機能には旭式発話メカニズム検

査 13）を用い、流誕の状態（0 ：常時顕著、 1 ：会話時などに顕著、 2 ：会話時 11 ・1 ~ 

などに若干、 3 ：ほとんど認められない）と口唇閉鎖能力（口唇閉鎖時の開放距

離が、 0:3mm以上、 1:Imm以上 3mm未満、 2:lm未満、 3：完全に閉鎖）

を評価した。口唇閉鎖と関連が深い頬膨らまし（0：不動、 1：顕著に小さい

2：若干小さい、 3：明確に膨らませる）についても向上の検査を用いた。さら

に、口腔機能が改善すれば、こぼれやむせもなく水飲みが可能になると考え、

水飲みテスト（30cc）も実施した 11）。介入前・介入後の評価ならびに課題の実

施は同一の理学療法士が行った。各症例とも、今回の取り組みに関する説明は、

同一の理学療法士により行われ、開始前に十分なインフォームドコンセントを

得た。
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第 3章重度要介護高齢者の誤礁予防支援

表 3-5 口腔機能の評価項目
． 

症例 1 症例 2

評価項目 介入前 介入後 介入前 介 入 後

流誕の状態＊ 2 3 

口唇閉鎖能力移
'• 

2 2 2 2・ 
』

頬膨らまし’ 2 。
『・

水飲みテスト ~ 

(30cc水） 1 1 ) 1 

• 

エピソード むせあり uむせなし こぽ才しあり こぼれなし

所要時間（秒） 8.8 7・ •. 9 5 ,. 8 ー：1.S. 
開． ‘

明記下回数 3 '3 2 • 
3・U 同

” 

＊ 旭式発話メカニズム検査 13)

流誕の状態（0：常時顕著、 1：会話時などに顕著、 2：会話時などに若干、

3：ほとんど流誕が認められない）

口唇閉鎖能力（口容閉鎖時の開放距雌が、 0: 3mm以上、 1: 1 mm以上 3mm；未満、 2: 1 mm 

未満、 3：完全に閉鎖）

頬膨らまし（ 0：不動、 1：顕著に小さい、 2：若干小さい、 3：明確に膨らませる）

3-3-4結果

図 3・5の弁別課題における正答率の経過から 、症 例 1では硬さ と大きさの正

答率が 10回目以降安定した向上が認められ、 70°/oから 100%の聞を推移してい

た。 形状に ついても 10回目以降 60%代 で安定していた 。 症例 2では硬さの正

答率は 9回目以降安定した向上が認められるが、 大 き さは 60から 70%、 形 状

は 50か ら 60%の聞を推移する結果と なった。

表 3・5の口腔機能評価の結果から、症例 1では介入後 に 流誕がほぼ消失し

水飲みテストについてはむせ が消失し、所有時間も短縮した。症例 2では流誕

の状態は変わらず、頬の膨らましは不動からわず か に 可能となっ た。 水飲みテ

ストではこぼれは消失したものの、所要時問、礁下回数は増加する結果となっ

た。

99 



。硬さ
II てi

60 ト機 適応7東守勢く辞書側 、法濃 縮長紙 上端 繍 誉議主主；i
大きさ｜ II * 

1恒？:'if ':r.s. ，郁句、同町広韓抄~~~~ぷ草野桂控恐~1唱も~Ji；；地主官接’＇.t~；＇1（；（~;1i!;t位宮崎~irr.i.~~~E~砥掠話器量＇＇.Wil盟揖j~ i • 形状 II 
40 ：ι立品九柿結~:et-i記長位争百l~Jでい.t＞~.，..，；！~；杭~：t. ド起をどま品開，明日現！；~~.品三~跡？？う立が：王子ぷ怪奇港湾E程説明i1i.)

司．

I .~ ... iY.1~ .. 7,;f，~~~t~r！令市＇＼）.：..；τ宙開沼沼通む！？段臼w;ii{.足掛司 叉i~R）＇慢も：1.1~~~； .g：ヰJ・担｝，'i~i"で·.t~）！，ルJ必t.·:l•·ln~•：＆ 沼惇宗主~v:·n何時 .. ~＇.－！ II 

正答率（九）

1＇。。

20 

80 

60 

4.() 

20. 

第3章重度要介護高齢者の誤嘆予防支援

爪川
V

回数
岡

山

門

川

ド

品

開

3 5 7 9 

症例1

1 1 13 15 

f内・4U梶肱UA蹴川市
A仙仙m4鵬剛・占

o 硬さ

x大きさl

·~ ll 

A 形状
•• 
回 il

千トー

回数 h
v’’ 

3 5 7 9 1 1 13 15 

E
甲
山

M

b

副
曽
川－

h
十
J

t

判“
h
U
H内

症例2

A 

図 3-5症例 1・2の正答率の推移

恥
M
1剛
也
W

川、

・E
E

・E

・
、
・

2
也
罰
則
副
U

，

同
開

N
ほ

勺

知

的

、、
M
E

・”

J
f，a

、
．，e
 

』’
Ee
’R
t

、ttnq・

U
限

ソ

村

山

J

100 



第3章 重度要介護高齢者の誤礁予防支援

3-3-5考察

仮性球麻療は多発性脳梗塞など、両側の上位運動ニューロンの損傷により生

じる。 2症例とも片麻療にもかかわらず、仮性球麻療が生じたのは皮質延髄路

の交叉性繊維と非交叉性繊維の支配比に個人差があるためと考えられ 26）、一側

の病変により、仮性球麻療を呈する可能性はある。

脳卒中における流誕の原因のひとつに、唾液分泌の過多が一般的に考えられ

ている。しかし、脳卒中の唾液分泌量はむしろ低下しているとの報告があり 26）、

鈴木らは流誕の原因のひとつに、口腔内での唾液の保持能力の低下を挙げてい

る 27）。 2症例とも、口頭指示がないと、口腔内に溜まった唾液を嚇下すること

は少なく、流誕のまま放置することがあった。その理由として、口腔周辺筋群

の筋緊張異常により、唾液の貯留状況や溢れ出した唾液を正確に認識するのが

困難であると考えた。その結果、口腔内での唾液の保持能力が低下したと考え、

口腔周辺の認識能力を高める目的で、触覚・圧覚と運動感覚の各モダリティに

働きかける弁別課題を考案し試みた。

症例 1について、流誕はほぼ見られなくなった。硬さと大きさの弁別課題の

成績が向上したことから、下層から内側粘膜の圧覚と触覚の認識能力が高まり、

唾液に対する注意や貯留状況の認識能力の向上が示唆される。また、口輪筋や

口角下制筋の運動感覚に働きかける目的で行った形状課題の正答率は、他の課

題より低かったが、水飲みテストの結果から考えると咽頭へ送り込む機能が改

善した可能性が考えられる。症例 2の流誕の状態は介入後も変化は認められな

かった。その理由として、大きさと形状の課題は目立った向上は確認できず、

下唇周閣の触覚ならび、日輪筋などの運動感覚の認識能力を賦活化するには至

らなかったと考える。しかし、流誕のまま放置するととはなく、唾液が下唇か

らこぼれる前に拭き取る場面が多くみられた。また、水飲みテストの際にこぼ

れが消失したことから 下唇に注意を払うことが可能になったと考える。さら

に頬膨らましが若干可能になり、口腔の運動機能の向上が示唆される。

今回、試みた弁別課題は塚本ら 28）の口腔内における弁別課題の研究を参考に

開発した。口唇の弁別課題に関する報告は検索した限り見当たらず、本研究か

はじめてであると思われる。塚本らの弁別課題の手法は噴き下機能の向上目的に、

形状と大きさに関する道具を口腔内に含ませ弁別を施行し、即時的な効果のみ

を評価している 本手法では流誕の改善も視野に入れており、硬さ、大きさ、

形状に関する道具を口唇で挟み弁別を試み、継続して施行することで、中長期

的な学習効果をねらいとした。

森岡は 2.9）脳の可塑的変化を学習と解釈すれば、運動前の意図（予期）と運動
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第3章重度要介護高齢者の誤嘆予防支援

後の結果を比較・照合する弁別課題により、運動機能が回復する可能性を指摘

している。さらに、塚本らは口腔の高度で徽密な運動は、繊細な感覚・知覚に

よって支えられており、能動的な知覚探索の重要性を言及している。口唇の触

圧覚などのモダリティに働きかけ、口唇周辺の認識能力を賦活し向上させるこ

とが、口唇への注意力向上や運動機能回復につながると考える。臨床現場では

アイスマッサージや礁下体操など、これまで運動機能面に焦点をあてた練習が

施行されているが、今後、知覚・認知機能面に働きかける練習方法の確立が求

められる（図 3・6参照）。

「知覚・認知機能面 j

に働きかける練習

随意性破下・・・・・・・..• .. 1知覚弁別課題の試行

礁下中枢

城下機能の改善

「運動機能面 j に

アプローチ

•.•.• ~史；与.~.！...：；…H ・I・H ・....・M ・・！アイスマッサージ

脳神経 ~ I！礁下体操

図 3・-6 知覚弁別課題により礁下機能が改善
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第 3章 重度要介護高齢者の誤犠予防支援

3-4 慢性期脳卒中患 者 1症例の摂食瞭下能力向上 に向けた取り組み

3-4-1目的

脳血管障害による摂食・樵下障害のリハビリテーションは、礁下体操をはじ

め、呼吸リハビリテーション 2）、頭頚部の可動域訓練 3）など、 運動麻療や異常

姿勢といった鴨下障害の二次的な阻害因子に対する取り組みが多く報告されて

し、る 。

一方、 Miller らは 5）、上位運動ニューロンの両側性障害により起こる仮性球

麻療では、大脳皮質による摂食・鴨下機能の制御が障害 されて いる可能性を指

摘している。さらに、岨幌運動を忘れる、食事への注意力の低下、判断力の低

下など、認知過程の問題を示唆している。また、大熊らは 30）、重度の摂食 ・句集

下障害の症例を対象に、対応が難渋した要因として、句集下機能障害のほかに、

認知障害を難渋する大きな要因として挙げており、その対処法は今後の重要な

検討課題としている。

流誕を呈する仮性球麻療の片麻癒 2例を対象に、口唇部の知覚弁別課題が、

鴨下機能に影響を及ぼ すことが判明した 。そこで今回、脳便塞を発症 ・再発し、

長期間にわたり経鼻チューブ栄養だった症例に対して、 2年間におよぶ摂食・

嚇下障害へ の 取 り 組 み経過と、知覚弁別課題を用い た認知機能に働きかける取

り組み内容を検討する 。

3-4-2患者紹介

90歳代前半の女性で、 1991年 2月 22日に脳便塞（左片麻癒）にて当院に入院

した。その後入院中に再発を繰り返し、 1998年 7月 29日に誤嚇性肺炎となり

経鼻チューブ栄養となった。看護部門による経口摂取を幾度か試みるものの

覚醒が悪く、強い拒食 傾向があるため、安全な経口摂取が困難と判断された 。

離床と拘縮予防の目的 で 理 学 療 法 の 依 頼 があり、 2001年 4月 10日からリハビ

リ室にて理学療法を開始した 。股関節の屈曲制限もあり、体幹が後方へ倒れ

頭部のコントロールが見 ら れ ず 、 標 準 型 車 い す の坐位保持は困難であった。テ

イルト 機 能 付 車 い すで坐位をとり、離床を進めるうち に、意味不明な発言も少

なくなり、覚醒が良好な場合のみ、その日の天気など簡単な日常会話が可能と

なった。重度痴呆（HDS-R:6/30）で、特に見当識が悪く 、意思疎通が困難な場合

があ った。また、経鼻チュープを抜くことが頻繁に みられ、経 口煩取を訴える

ようになった。仮性球麻療の症状である構音障害があ り、口 唇閉鎖不全、坐位
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では麻療側からの流誕もみられた 。動作すべてにわたり全介助レベルであった 。

臥位姿勢では、頭頚部は後屈・左側屈位、体幹・骨盤も左側屈位で、麻療側頚

部・肩甲帯から骨盤にかけて筋緊張が高かった（図 3-7）。要介護度 5で、当院

の介護療養型病床にて療養生活を送っていた。

経口摂取が可能かどうか、鴨下評価を施行した（2001年 11月 8日） 。開始肢

イ立は、頭頚部は屈曲位、ギャッジアップ 30度臥位で実施した 31）。口腔ケアを

十分に行ない、スクリーニングテストを行った。改訂飲水テスト（冷水 3cc）で

は評定 4で、追加暗黒下ではムセはあるが、湿性嘆声は見られず、略出するだけ

の十分な咳轍はあった。食物テスト（茶さじ一杯のプリン）では評定 5で、ムセ

はなく口腔内残留もほとんど見られなかった。両テスト中の経皮酸素飽和度は

97%以上持続していた。頚部聴診にて、帳下前後の呼吸音の変化も見られなか

った。鴨下時の喉頭挙上はー横指可能であったが、口唇閉鎖はなく、既鴨運動

を伴わない、丸飲みする城下パターンであった。礁下評価後の経過を観察し、

その結果を主治医・病棟師長に報告し、経口摂取に向けた今後の指針を討議し

た。

図3-7 経鼻チューブ栄養による症例（左片麻痩）

脳梗塞後、誤礁性肺炎を患い経鼻チューブ栄養 となる．覚醒状態が

悪く、日常会話 も困難であった．頭部のコント ロールが悪く、坐位

保持は困難．麻療側の筋緊張が高い．
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3-4-3取り組み内容

摂食・帳下障害に対する取り組み内容について 、アプローチ手法 の方向性か

ら三段階に分類し、 JI慎を追って説明する。取り組み以外で行った理学療法は、

テイルト 車いすでの坐 位 保 持 と 拘 縮 予 防 の 訓 練 のみで、摂食・礁下障害に対す

る間接訓練などは－.切実施しなかった。

(1）第 一段階：安全な経口摂取（2001年 12月～ 2002.1 1月）

評価時の姿勢では、全身の筋緊張が高く鴨下時に作用する筋群も姿勢筋緊張

に影響を受けるため経口摂取が安全に実施できない と考 えた。 そこで、両側の

肩甲帯から骨盤の支持面と側面、ならびに下肢後面に丸 めたタオルなどを挿入

した 32）。ベッドとの支持面、身体の側面からも感覚情報を取り込みやすくし、

支持面の知覚を促すことで、麻療側の過緊張が軽減し 、 ｛本幹と骨盤の左側屈位

が減少した。頭頚部をほぼ中間位に保持するよう、 全 身アライメントを調整し

た。

覚醒が高い時間帯にあわせ、プリン性状の高カロリ ー栄養食（以下、プリン食

と略する）を使用した。機下可能な 一 口量、ティース プーンの ー さじ分（約 5

α）を非麻療側の舌と歯列の聞に入れ、徒手的に下顎 を保持し、口腔底から舌

根部を圧迫挙上することで、礁下運動を誘発した 。 同時に上唇にプリン食を軽

く触れさせ、冷たさ、柔らかさ、大きさといった食材 が持 つ 情 報 を 説 明 し 、 少

しでも知覚しやすい環境を心がけた。 （図 3-8）。麻療側の口腔から領取するこ

とは可能であったが、ムセが起こり、誤嚇の可能性が否定できないため麻療側

からの摂取による鴨下は困難と判断し、非麻痩側から の摂取を心掛けた。なお、

棋機予防の対応として、吸引器の準備と看護部門への連絡を徹底した。 口腔内

の食物残濯を確認しながら段階的に摂取量を糟やして いっ た。 結果、 一 口量が

約 15～ 20 cc （施設で使用されているスプーン ー さじ 分）、一 回 の摂取量が約

400kcal、所要時間約 20分となった時点、でチュープ抜 去 となり、カンファレン

スを行い、看護部門との協同アプローチとなった（2002年 2月～） 。理学療法士

による取り組みは週 3回、朝食時間のみとなった 。

阻鴫なしで燃下可能なプリン食を用いた代償的ア プロー チでは、むせる頻度

が減少し誤燃や窒息の危険性が小さいとされて いる 33）。 しかし、授取行為すべ

てが介助による受け身であったため、摂取量はそ の時 の覚醒に大きく左右され

傾眠や拒食が起こることもあった。 水分摂取は 、 ス プーン により一部可能であ

ったが、ムセが強く出現する場合もあるた め、 摂取量 を特に設定しなかった。

プリン食と水分の不足分、ならびに投薬はそ の都度 チュープ を挿入し摂取した。
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図3-8 第一段階の取り組み

左： 1回で嚇下可能な量をスプーンにのせ、上唇にプリン食を触れさせ、

冷たさ・柔らかさ、大きさを説明する．非麻療側の舌と歯列の間に

食物を載せる．

右：セラピストの親指で下口唇を持ち上げる．人差し指を左下顎に沿わ

せ中指で舌骨を軽く押し上げ、嚇下を促す．岨暢運動、口唇閉鎖も

ない丸飲みする蝶下であった．

(2）第二段階：阻鴫運動の誘発（2002年 12月～2003年 5月） ,ll I ~ 

第一段階では、代償的手段により経口摂取が一部可能になったが、介助・誘

導を施すものの、口腔機能の改善は見られなかった。また同年 10月頃から摂

取時の覚醒が一層悪化し、摂取量が 5割前後と減少したため、覚醒を上げるた

めに、食事場所の変更など試みるが改善はみられなかった。そこで能動的な岨

鴫運動を誘発することで、一定の覚醒が得られると考え、本人が希望していた :II I ~ 

白米を試みることにした。すると丸飲みではなく、不十分ではあるが岨鴫運動

が観察された。ギヤツジアップ臥位では、おにぎりに手を伸ばし、口へ運ぶ際

に体幹が麻療側へ傾くため、テイルト車いすに変更した。口からのこぼれに留

意しながら、背もたれ角度を段階的に挙げていき、 90度まで可能となった。頭

部の中間位保持が 10分程度可能となり、口唇を閉鎖し、阻鴫運動伴う鴨下パ

ターンが起こった（図 3・9の右）。しかし、背もたれ 90度のため、送り込みが十

分にできず、こぼれることが多く見られた。そこで徒手的に下顎下から軽く押

し上げるなど介助・誘導を施すことで、非麻療側の送り込みがスムーズになっ

た。覚醒も安定し、第一段階でみられた傾眠や拒食、摂取量の低下はほとんど

106 



－E
E
a

，EE
E
E
B
E
E
－E
内，‘‘

幡市d－a
4

d
u同
州

ω
、

¥ 

つ

た。
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見られなくなった。また、その時の気分や空腹状態などの問いかけに対する応

答もみられた。じかし、介助 ・誘導を継続して行うが、麻痩側の送り込みには

大きな変化 はなかった。また麻療側の鴨下直後には、相変わらずムセが見られ

そこで麻痩側の口腔内の知覚探索を誘発し、認知過程の活性化が起これば、

麻療側の口腔機能が改善すると考えた。おにぎりの持つ情報の中で、本症例が

知覚しやすい情報を検討したところ、塩味 ・柔らかさ・温かさの）｜頃であった。

本症例の応答能力を考慮に入れ、感覚情報を二段階、ある・なしで報告する知

覚課題を立案した。最初に塩味のあるおにぎり（極辛くない程度の溢味〉と境味

のないおにぎりを、それぞれ 5個ずつ用意し、摂食後すぐに塩味の有無につい

て尋ねた。塩味以外の硬さや温かさについては一定とした。はじめは、「塩味が

しましたか？ Jと質問しても、沈黙が多く、塩味がない場合のみ、「水くさいな

あj、「おしくないなあ j との返答がなされた。また正答率も 5、6 割程度であ

った（図 3・10）。やがて同様の問いに、「塩味が効いている j、「塩気ないなあ j

等との塩味に対する内観を示した。正答率も 8割程度と高くなり、党躍が悪、い

場合を除いて、ほぽ一定になった。次に柔らかさについても尋ねた。柔らかさ

の設定として、炊き立ての白米で作ったおにぎりを柔らかいとし、数日間冷蔵

庫で保管し、再び白米を温めて作ったおにぎりを硬いとした（炊き立てに比べる

と米粒が硬い）。硬さ以外の条件は一定とした。摂食後、「おにぎりの柔らかさ

はどうでしたか？ Jと尋ねても返答がなかったので、「おにぎりは硬かったです

か？ j と質問内容を変更した。すると、硬いおにぎりに限って、「硬いなあ j と

返答がなされた。さらに、「硬くておいしくなしリ、「ぱさついて食べにくい j と

内省報告が変化していった。また柔らかい場合、「柔らかしリという返答は得ら

れなかったが、「おいしい j という表現がなされた。 6、7割程度に正当率も上

がり、ほぽ一定になった時点で、温かさの課題に移った 。温かいおにぎりと人

肌 のおにぎりの二種類を用意し、温かさについても尋ねた。温かいおにぎりを

摂食した後、温かさに対する問いかけに、「おいししリ、「わからなしリといった

温かさに関する答えが得られなかった。その後、「あったかくておいしい j との

内観を示すが、「ふつう j、「わからない j との唆昧な返答が多かった。温かさに

関する課題では、正答率は 4割前後と低く、著しい向上は見られなかった。課

題実施後には麻療側の鴨下機能も良好となり、おにぎりに関して送り込みも改

善された。以前は麻痩側の頬部に米粒がよく溜まり、溜まった米粒をかき出し

除去していたが、かき出す機会も減少した。
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第3章重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

図3-9 第二段階の取り組み

左：岨鴫機能を誘発する目的で、おにぎりを用意し自ら手に

取り口へ運ぶ．口唇を閉鎖し、岨鳴を伴う畷下が可能になる．

右：；塩味・柔らかさ・温かさといったおにぎりの感覚情報に

関する知覚課題を与え、麻療側の口腔機能の改善を図る．

慾ロ
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図3-1o.第二段階の知覚課題における正答率の推移

各週の正答率を平均化した．
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第 3章 重度要介護高齢者の誤喰予防支援

(3）第三段階：スプーンでの自己摂取（2003年 6月～ 2003年 12月）

おにぎりを食する場合、口唇を閉鎖させ、租暢運動を伴う礁下パターンであっ

た。また、麻痩側の鴨下運動も可能となった。ところがプリン食の場合、口唇

閉鎖が不十分で阻鴫運動も乏しく、第一段階と伺様、丸飲みする句集下パターン

であった。しかも麻痩側の送り込みが上手くいかず、食澄がこぼれることも少

なくなかった。その理由としてプリン食は第一段階と同様に、自発的な摂取行

為ではなく介助による受動的な摂取によるものと考えた。

そこで握りやすいスプーンを使用し、プリン食を少しでも能動的に摂取でき

るようアプローチすることが、更なる口腔機能の改善につながると考えた。

初めにプリン食をのせたスプーンを持ってもらい、 誘導しながら口へ取り込む

ことを試みた。すると、頭部のコントロ｝ルができず、スプーンを把持する上

肢との協調した動きも困難なため、何度もプリン食を スプーンから落としてい

た。その後、プリン食を落とすことなく、スプーンを持ち上げ、プリン食を滑

らせて口腔内へ落とす行為が起こった。つまり口唇で取り込みが困難なため、

頚部を後屈させ口へ落とすという取り込みパターンであった（図 3・11の c）。そ

こで、図 3-11の aと bに示したように、口唇で能動的な知覚探索を行えるよう

介入した。徒手的に下顎閉位を保持し安定した構えを誘導し、スプーンを紙る・

吸いながらプリン食を取り込むことに意識・注意を図 った。さらに口唇の知覚

探索を促す目的で、スプーンと口唇との接触の有無について質問した。f下唇に

スプーンが接触していますか？ Jと尋ねると、「わから なしリ、 「（下唇に）付いて

いたと思うけどj と、自信のない返答であった。取りこぼ しがないよう 、プ リ

ン食のみに注意が向かい、接触状況については意識が向いていないことがわカ

った。繰り返すうちに、「ええ、さっきは付いていましたなあ j と、応答が明確

になり、スプーンと下唇との接触に注意を向けることが可能となった。 4割程

度だった正当率も 6割前後まで上がり、「口へ落とすjパターンは減少し、口唇

での取り込みが可能になった。しかし、スプーンが口腔内に十分に入っておら

ず、口から取りこぼす場面も少なくなかった。口頭指示ならびに介助・誘導に

て、スプーンを口腔内へ運ぶよう促すが改善が見られなかった。

そこで下唇とスプーンとの接触した位置について、注意や認識が高まれば、

取りこぼしが減少すると考えたJ下唇がスプーンのどの辺りに接していました

か？ Jと尋ねるものの、返事がなく、繰り返し質問すると、「わからなしリ、「そ

んなこと、どうでもよろしいj と、不機嫌な犠子を示した。知覚課題の難易度

が高かったため、協力が得られず、内観を示さなかったと判断した。次に口の
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第3章 重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

図3-11第三段階の取り組み

a： セラピストの親指と人差し指で下顎を保持し安定した構えを誘導

する．セラピストの左手で、プリン食 の取り込むタイミングを誘導

する．

b：下顎の下を軽く押し上げ、送り込みを促す．

c：口唇での取り込みができず、スプーンを持ち上げプリン食を滑らせ

口へ落とす．

d：取り込む際に、スプーンに関する知覚課題を与え、頭部と上肢の協

調したはたらきを引き出す．
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第 3章重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

中に、スプーンがどの程度入っていたか、という質問内容に変更した。 また、

あらたにスプーンを用意し、そのスプーンを使い、口腔内に入っていた程度つ

いて、答えてもらった。内省報告の結果から、自覚しているスプーンの入り具

合は、実際の行為より深く入っていると間違って認識していることがわかった。

報告内容と行為との事離の程度について、スプーンを見せながら指で確認させ、

本離の修正を行った。継続して課題を行っていると、摂取時に、スプーンが十

分に口の中に入っていないことに本人が気づきはじめ、やがてスプーンを口の

奥へ運ぶようになった。その結果、図 3-11の dのように、頚部を前屈させプリ

ン食を吸いながら口に取り込むことが可能になった。つ まり頭部のコントロー

ルも一部可能になり、背もたれにクッションを挿入すれば、標準車いすでの坐

位保持も可能となった。同時に麻痩側からの送り込みも改善さ れ、プリン食の

食涜と唾液のこぼれもかなり減少した。

現在でも覚醒が悪く、取り込みがうまくし、かず、食澄がこぼれる場合もあり、

介助・誘導は必要であるが、プリン食もおにぎりと同様に、口唇を閉鎖させ

岨鴫運動を伴う嚇下パターンとなった。飲水に関して 一 日に必要な摂取量は困

難であるが、ムセも少なくなり、飲水量は増加した。

3-4-4考察

本症例が礁下反射に重篤な問題がないにもかかわらず、長期間チュープ栄養

であった要因として、覚醒が悪く、しかも不安定であったことが挙げられる。

また覚躍が良い状態でも、看護部門により幾度となく経口摂取を試みるものの、

痴呆などによる意思疎通が困難であり、強く拒否されたためである 。以下、 2

年聞にわたる各段階のアプローチについて考察する 。

本症例は長期間にわたるチューブ栄養であったうえに、覚醒が悪く不安定な

ため、経口摂取時の誤嚇のリスクが高いと考え、第一段階で はプリン性状の食

材を導入した。馬場ら 33）は阻鴫せずに飲み込むことができる丸飲み食の使用が、

誤械の危険性を軽減できる有効な手立てとしている 。さ らに頭頚部前屈位 31)

身体体節聞の緊張を緩めたポジショニング 32）、 鴨下可能な一口量の決定など

代償的手段を用いることは、摂食・暗黒下障害に対する初期のアプローチとして、

緩めて重要であると考える。また、プリン食を見せても反応が乏 しかった。そ

こで少しでも摂食・礁下機能が円滑に行われるよう、口唇、口腔粘膜などにプ

リン食を触れされ、冷たさ、柔らかさ、大きさを説明 し、プ リン食に注意・意
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第3章 重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

識を向けることで、プリン食への知覚を促した。また、横下運動を惹起するた

め、喉頭の挙上など介助・誘導を施すことは 34）、ムセの減少につながり、有効

な手段だったと考える。

しかし、第一段階では、すべてが他動による代償的手段のため、経過を追う

ごとに覚醒が悪化し、摂取時の傾眠や拒食が目立つようになった。身体を能動

的に動かして探索し外界（環境）を認識するアクティブ・タッチ 35）ではないため、

阻鴫運動や口唇閉鎖能力など、口腔機能の改善にはつながらなかったと解釈す

スν

第一段階の経過が約 1年と長かった理由として、覚醒が不安定なため、当初

から一貫として、継続した安全な経口摂取を目標に看護部門と協同して取り組

んでおり、現状の摂食・城下機能が維持できれば良いと考えていたからである。

しかし、経口摂取を開始し 10ヶ月頃から、覚醒の悪化による摂取量の低下が

続いた。背上げ角度の挙上や、食事場所の変更など、試みるが摂取量の増加に

はつながらなかった。そこで看護部門との協議の結果、覚醒を向上する目的で、

阻鴫運動の誘発に目標を変更したのである。だが、第一段階が長期間になって

しまい、早期に第二段階のおにぎりの使用を試みる計画を講じる必要はあった

と考える。第二段階では、本症例が希望するおにぎりを用意し、おにぎりを手

に取り、口へ運ぶという能動的な探索活動を意味するアクティブ・タッチによ

り、阻鴫運動が生じ、口唇閉鎖をともなう礁下運動が起こったと考える。また、

阻鴫運動により大脳を賦活化し、覚醒が向上し摂取量の増加につながった。し

かし、麻療側における食塊の送り込みや礁下機能が悪く、介助・誘導を施すが

大きな変化はみられなかった。そこで、おにぎりに関する質問に応答が可能で

あることがわかり、おにぎりの塩味・柔らかさ、温かさに関する知覚課題を設

定し、口腔内の知覚探索を誘発する認知的アプローチを行った。塩味と柔らか

さに関し、正答率が向上し、内省報告による識別が一部可能になったが、温か

さに関する課題では、摂取時におにぎりの温度が下がり、条件設定が一定にで

きなかったため、識別が困難であったと推測する。知覚課題を試みた結果、麻

療側の口腔機能ならびに帳下機能の改善につながったと考えられる。無自覚的

で、半自動的にパターン化された阻鴨運動や城下機能においても、単に延髄網

様体による刺激に対する反射・反応レベル機能と解釈するのは早急であると考

える。大きさや硬さ、粘調度の異なるさまざまな食物は阻鴨することにより、

食塊と呼ばれる適度な大きさ、形、硬さ、つまり喉下がしやすいような、一つ

の塊に形成される 。眼目爵による食塊形成は、高度で徽密な運動であり、繊細な

． 
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感覚・知覚によって支えられている 28）。つまり知覚と行為の循環と呼ばれるよ

うに、知覚と運動とが不可分に結びついており、われわれが行う運動とは知覚

システムのはたらきとも解釈できる 35）。このように舌や口腔粘膜の触覚・庄覚、

岨嶋に伴う峻筋の運動感覚、味覚、唄覚など、異なった感覚モダリティの情報

は大脳で統合され、状況に応じて岨暢運動や鴨下機能を制御している 17),37),38)

（図 3・12参照）。

皮質・皮質下病変で生じる仮性球麻療の摂食・喰下障害に対する取り組みに

ついて、知覚探索活動に働きかけ、能動的な探索活動を伴う運動学習や経験を

継続していくことで、皮質のニューロンとシナプスとの適応的な可塑性が起こ

る可能性がある 36）。

おにぎりに対して、知覚しやすい感覚情報から順に知覚課題を与え正答率が

向上し、認知過程が活性化した結果、麻療側の吸下機能をはじめ、舌や頬部の

協調した働きが改善したと解釈する。また課題の設定について心掛けたことは、

課題の対象に食材を使用し、本症例の注意力や応答能力を考慮にいれた問いか

けと返答の方法が挙げられる。

第三段階において、口唇でプリン食を取り込む行為ではなく、頭頚部を後屈

させプリン食を口へ落とす行為であったのはスプーンと口唇との知覚探索が十

分ではなかったと考えた。そこで、スプーンからプリン食を取り込む行為の改

善を目的に、口頭指示や介助・誘導を行うものの、大きな変化には至らなかっ

た。そこで、口唇での能動的な知覚探索を引き出す目的で、スプーンと口唇と

の触圧覚に関する知覚課題を行う、認知的アプローチを実施した。問答するう

ちに、スプ｝ンと口腐との接触状況が知覚できるようになり、内省報告と実際

の行為との事離程度について、気づくことができた。その結果、スプーンでの

取り込む行為が可能となり、プリン食に関しても、口唇閉鎖を伴う岨鴫運動グ

出現し、口腔機能の改善がみられた。

スプーンを把持する手の動き、口へ運ぶ上肢の動き 、プリン食を取り込む口

唇の動きなど、多数の独立した運動要素が、一つのシステムとして、柔軟に協

調して働くことで、プリン食をこぼさず、口唇で摂取するという、適応した行

為が生じたと推察される。このように身体が柔軟に組織化（自己組織化）される

ことにより 39）、頭部のコントロールや上肢との協調した動きが一部可能になっ

たと考える。
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第3章重度要介護高齢者の誤嘆予防支援

図3・-12 摂食・職下の中枢制御機構17),37),38)

岨鳴・蟻下機能は、延髄網様体iこある岨嶋中枢と畷下

中枢からなるパターン発生器により、半自動的に調整

されている．

一方で、口腔内の触覚・圧覚・温覚、運動感覚、味覚、

嘆覚などの感覚情報は、同時に皮質岨嶋野や皮質味覚

野の連合野にも伝達され、岨鴫中枢と畷下中枢を制御

している．
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第 3章 重度要介護高齢者の誤樵予防支援

3-5 まとめ・

慢性脳卒中患者 60名を対象に礁下機能に影響を及ぼす関連要因を明ら かに

するため、改訂水飲みテスト（MWST）、反復唾液礁下テスト（RSST）に関連

する独立要因の検討を行った。 MWSTと RSSTの礁下機能を評価し、 f感覚の有

無、乾燥の有無、頬膨らまし j など口腔機能、「 1分間呼吸数、酸素飽和濃度、

心拍数j など呼吸機能、「座位姿勢能力、頚椎の角度、知能状態j など運動・認

知機能の 4つの機能側面より評価を行った。MWST、RSSTを従属変数に、口

腔機能、呼吸機能、運動・認知機能を独立変数として解析を行った。その結果、

MWSTに関連する独立要因として乾燥の有無、感覚 の有無、下顎の位置が有意

であった。 RSSTに関連する独立要因として知能状態、感覚の有無が有意であ

った。口腔内の乾燥状態、下顎のアライメントといった生理学的・構築学的要

因のほか、感覚・知覚機能、そして認知機能についても鴨下障害の要因である

ことが示唆された。

そこで、流誕を呈する仮性球麻療の慢性期脳卒中患者 2症例に対し、口腔領

域に対する知覚・認知機能に働きかけ礁下機能に及ぼす影響を検討した。その

結果、硬さ・大きさ・形状の 3種類を弁別する課題正答率が 向上した症例では

流誕は消失し、礁下機能の改善傾向がみられた。一方、正答率が低調ぎみの症

例では嚇下機能の向上はみられなかったが、水がこぼれないよう飲水するなど、

注意カの向上が示唆された。口唇弁別課題の試みは口腔領域の感覚・知覚系を

賦活化させるものと考えられ、知覚・認知機能に働きかける本取り組みは、慢

性期脳卒中愚者の礁下機能に及ぼす影響があることが 示唆された。

仮性球麻療を呈し、長期間にわたり経鼻チューブ栄養だった症例に対して、

内省報告による注意カ、弁別認識能力といった認知機能に働きかける取り組み

を行った。 2年間におよぶ取り組みの経過を 3段階に分け、第一段階では全身

緊張を緩めた座位姿勢、機下可能な一口量、安全な介助方法など、代償的手段

による安全な経口摂取を目標に取り組んだ。その結果、経口摂取が可能になっ

たが能動的な食事ではなかった。第二段階ならび第三段階では能動的な摂食援

助と口腔機能の向上を目標に、実際の食事場面にお いておにぎりやスプーンを

使った弁別課題を実施した。意識障害と認知障害が重度であるため、弁別課題

の道具は使用しなかった。すると、口腔機能改善がみ られ礁下機能も向上しム

セも少なくなり、飲水量も増加した。

摂食構築下機能の改善には、障害されている口腔周囲の反復練習だけでは十分

とは言えず、能動的な探索活動を促すためには、知覚 ・認知機能に働きかける練
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第3章重度要介護高齢者の誤嚇予防支援

習が有効と考える 。 図3-13に示したように、知覚・認知機能に働きかけることで

効果的に運動学習が進み、環境に適応した摂食礁下機能が獲得され、誤礁事故の

予防支援につながるものと考える 。

大脳皮質

随意性喋下’

礁下中枢

反射性城下・

脳神経

「知覚・認知機能J

に働きかける練習

環境適応能

誤畷事故予防支援

これまでの練習

アイスマッサージ

鴨下体操

図 3-13 誤蟻事故予防支援の取り組み
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結論

1 .本研究で得られた結論

本論文では、介護が必要とされる要介護状態、の高齢者の事故予防に寄与する

支援方法を得ることを目的とした。具体的には転倒事故や誤句集事故を取り上げ、

個々の事故特性と、身体・認知機能からみた環境適応能の関連性を検討・分析

した。さらに、知覚・認知機能面からのアプローチ手法を考案し試み、軽度要

介護高齢者のバランス能力の向上ならびに重度要介護高齢者の摂食鴨下能力の

向上の有効性を検証した。

序論では介護保険制度における要介護高齢者の推移や要介護の原因を整理す

る結果、軽度要介護者の増加傾向、要介護度の違いにより介護が必要となる原

因が異なることが判明した。また、家庭内事故の特性を整理した結果、転倒事

故により骨折を受傷したひとの多くは女性の後期高齢者であった。さらに、肺

炎を引き起こす原因には不顕性誤鳴が潜んでおり、脳血管障害による寝たきり

状態の方が多い傾向となった。転倒や誤礁に関連する先行研究の知見について

記述・整理した上で、本論文の目的と方向性を記した。

第 1章では転倒事故ならび誤嚇事故の背景から本研究の対象者を明確にし、

その対象者における身体属性を整理した。転倒事故の 対象者については 、後期

高齢者で軽度の要介護を必要とする高齢宥とし、誤嚇事故の対象者は脳血管疾

患による運動麻療を患い、重度の要介護を必要とする高齢者であると定義づけ

た。

軽度要介護高齢者の転倒事故における身体要因を整理すると、筋力・筋骨格

系を中心としたバランスの能力低下に関する報告が多くみられた。バランス機

能とは単に神経筋・骨格系要素による出力機能を指すのではなく、高次運動機

能として位置づけられる。何らかの運動機能に障害を有する要介護状態の高齢

者は、能動的な探索活動が制限され環境の持つ情報を適切な行為に結びっく↑

報として注意を向け知覚することが困難になりバランス能力低下を招くと考え

た。転倒事故の背景には環境そのものが転倒事故原因になるのでなく、身体機

能が環境に適応できないか、あるいは身体機能と環境 との相互関係を認知でき

ないという環境適応能障害を考える必要を論じた。

重度要介護高齢者の誤機事故の身体要因には仮性球麻樺を主とし、加齢によ

る鴨下反射の低下が報告されている。運動麻療による全介助レベル、長期臥床

による認知機能低下、仮性球麻療による口腔機能不全など摂食礁下機能におけ

る能動的な探索活動が著しく制限される。食物や口腔内の注意を向け、食物性

状を知覚・認識する認知システムの低下を招き、安全な摂食礁下行為に結びつ

かない。食事中に要求される食物や口腔内の注意力の低下や食物性状の知覚探
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索能力、つまり環境適応能の問題が摂食礁下機能に影響を及ぼしていると考え

る。

第 2章では、前章で注目した軽度要介護高齢者の転倒事故問題として、抽出

した環境適応能障害を調べるため実験を行い、環境に適応したバランス機能が

向上することが転倒事故の予防支援につながると考えた。まず、住宅改修の調

査を実施した結果、改修した箇所の多くは手すりの設置であることが判明した。

さらに、玄関とトイレについては設置理由が有意に異なついた。 トイレ動作

は日中、手すりを使用しなくとも実施可能であっても使用頻度の多さ、夜間の

就寝時使用を視野に入れると、安全性を考慮、し手すりの設置が導入されたもの

と考えられる。

さらに、軽度要介護高齢者を独歩群、一本杖群、シルバーカー群と歩行能力

を 3群に分類し、手すりが身近にあるかどうかという環境の違いが姿勢制御に

影響を及ぼすか検討した。すると、歩行能力が最も低いシノレバー群においては

手すりの有無により姿勢制御が影響を受けることが判明した。シルバーカーを

移動手段にする軽度要介護高齢者の場合、平行棒に触れなくとも手の届く範囲

に存在することで高さから生じる不安を和らげる効果が期待できるものと考え

た。移動能力が低下した軽度要介護高齢者においては、おおむね手すりが必要

でない場面においても、積極的に手すりを導入することが姿勢制御に寄与する

ことが判明した。 このように、姿勢制御はこれまで考えられてきた自動的な姿

勢反射メカニズムによるだけではない。身体や環境がもっ情報への注意能力、

必要な情報の知覚・認識といった高次な認知機能が関与しており、こうした環

境適応能に問題があると姿勢制御に大きく影響を及ぼすと考える。

そこで転倒予防を目的としたバランス練習において、外部や身体に注意・弁

別・判断が要求される知覚・認知機能に働きかける認知群と認知機能に働きか

けない運動群を設定し、両群におけるバランス能力に及ぼす影響を検討した。

その結果、認知群が有効であることが判明し、持続的な効果もある程度は期待

できる結果が得られた。注意や知覚を手がかりに運動制御の能力が向上する過

程が運動学習であり、認知機能に働きかける本介入により、環境適応能が向上

し、転倒事故予防支援につながるものと思われる（図 1参照）。

第 3章では、第 1章で注目した重度要介護高齢者の誤礁事故背景を整理して

いくと、何らかの摂食礁下障害が関係していることがわかった。慢性期脳卒中

患者の摂食畷下障害を改善することが、誤礁事故の予防支援になると考えた。

そこで、慢性脳卒中患者 60名を対象に嚇下機能に影響を及ぼす関連要因を明ら

かにするため調査を行った。すると 、その結果、MWSTに関連する独立要因と
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して乾燥の有無、感覚の有無、下顎の位置が有意であった。RSSTに関連する

独立要因として知能状態、感覚の有無が有意であった。口腔内の乾燥状態、下

顎のアライメントといった生理学的・構築学的要因のほか、感覚・知覚機能、

そして認知機能についても嚇下障害の要因であることが判明した。

礁下調査の結果を踏まえ、口腔内領域に対する感覚・知覚、認知機能に働き

かける介入が礁下機能に影響を及ぼすか、仮性球麻療の慢性期脳卒中患者 2症

例を対象に試みた。

その結果、硬さ・大きさ・形状の 3種類を弁別する課題正答率が向上した症

例では流誕は消失し、鴨下機能の改善傾向がみられた。 口唇弁別課題の試みは

口腔領域の感覚・知覚系を賦活化させるものと考え られ、認知機能に働きかけ

る本取り組みは、慢性期脳卒中患者の鴨下機能に影響 を及 ぼす知見が得られた 。

さらに経鼻チュープ栄養の仮性球麻療をもっ慢性期脳卒中患者 1例に対し、

硬さ・大きさ・形状といったこれまでの弁別課題の道具は使用せず、実際の食

場面において、おにぎりやスプーンによる弁別課題 を試みた。内省報告によ

り注意力、弁別認識能力といった認知機能に働きかけ る取り組みを実施した。

口腔機能改善がみられ礁下機能も向上しムセも少なく な り、飲水量も噌加した 。

脳血管障害による重度摂食嚇下障害にもかかわらず、 注意・知覚を賦活化する

認知的アプローチの取り組みが環境に適応した摂食句集下機能の向上に寄与し

誤嚇事故予防支援につながると考える（図 1参照）。、
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図 1 事故予防支援と環境適応能
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2. 今後の展望

以上の研究成果を踏まえ、著者自身、理学療法士であり理学療法士とい う医

療従事者の立場から日常生活事故の予防支援について提案する。

(1）積極的な手すりの導入

軽度要介護高齢者に対する転倒事故の予防支援として、シルバーカーや歩千予

器など歩行支援用具が適応となる要介護高齢者には積極的に手すりの導入を図

る。おおむね手すりがなくとも支障がない生活場面においても、手の届く範囲

に手すりがあることで不安の軽減につながり、立位ノくランスの保持に寄与し転

倒予防支援が期待できる。そこで、理学療法士・作業療法士をはじめ看護師、

訪問介護員など要介護高齢者の在宅生活支援に携わる専門職は、転倒予防とし

うリスマネージメントに関する情報を共有し、転倒予防に配慮した手すりの導

入を提案する。

(2）知覚・認知機能に働きかけるバランス練習の普及・ 啓発

各市町村単位で実施されている虚弱高齢者を対象とした健康増進や要支援レ

ベルを対象とした転倒予防教室など、活発な身体活動の保持が推奨されている。

とりわけ下肢筋力低下を改善する目的で、筋力訓練に重点を置いた運動プログ

ラムが散見する。軽度要介護高齢者のバランス能力低下には、下肢の筋カ低下

が重要な要因であり、下肢筋力とバランス機能が密接に関係していることが数

多く報告されている。バランスのシステム論によれば、下肢筋力といった神経

筋・筋骨格系システムはバランス機能の一部にすぎない。各感覚系などの知覚

システムや内部表象などの認知システムなど、バランス機能は筋骨格系・知覚

系・認知系の高次運動機能の総体であると考える。つまり、知覚系・認知系シ

ステムに働きかける運動戦略が求められる そこで、筆者らはバランス練習に

注意、言語、判断といった知覚・認知機能に働きかける運動メニューを考案し

バランス効果の持続性を確認した。本研究成果を広く提言・公表し、転倒予防

教室をはじめ、各医療施設デイケアなどに勤務する理学療法士や健康運動指導

士など介護予防現場に少しでも浸透し導入されることが転倒予防支援に大きく

寄与するものと考える。

(3）仮性球麻療に対する知覚弁別課題の導入

重度要介護高齢者は概ね脳血管疾患が多く、仮性球麻離は流誕をはじめ摂食

樵下機能にも影響を及ぼす。そこで、第 3章で検討した口唇での知覚弁別課題
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をトレーニングと位置づけ、介護老人保健施設など施設療養生活を送る重度要

介護高齢者に導入を図る。そのためには、高齢者施設に勤務する看護師や介護

職員らは、口腔機能改善や摂食礁下機能改善が誤嚇事故予防に効果があること

を十分に理解する必要がある。日頃、高齢者の口腔歯科領域に携わる言語聴覚

士や歯科衛生士などの専門職に対しでも、口腔ケアのみならず、知覚弁別課題

による口腔機能の改善が摂食嚇下機能改善につながり、誤礁事故の予防支援に

寄与することを啓発しなければいけない。

(4）摂食嚇下障害を対象とした、知覚・認知機能に働きかける支援方法の紹介

食事に介助・介護が必要となる重度要介護高齢者では誤燃性による肺炎リス

クが一層高くなる。食事の摂取量が減少すれば、食物形態の変更など代償的ア

プローチを講じることは誤句集性肺炎という日常生活事故を最小限に留めること

につながる。また、重度認知症がある摂食嚇下障害の場合、知覚弁別課題を遂

行する際、道具よりも食材のほうが認識しやすく口腔機能の改善といった学習

効果が得られやすいと考える。そこで、誤蝶事故予防の視点から食事介助・介

護を考察すると、食事介助のみに専念するのではなく、食事内容に関する知覚

弁別課題を提示しながら食事介助支援を行うことが望ましいと考える。そのた

めには、介助・介護に従事する看護師や介護職員らに対し、知覚弁別課題によ

り、摂食礁下機能の改善効果を啓発する必要がある。ただ、留意しなければい

けないのは介護現場ではマンパワーが十分に充足しているとはいえず、看護師

や言語聴覚士など、医療従事者が食事介助に介入し、介護スタッフと協働して

行うことが望ましいと考える。重度の摂食帳下障害の場合、覚醒・意識レベル

にも問題があるため摂取量が安定せず、優先されるべきことは 1日に必要なカ

ロリー摂取であることは十分に認識しなければならない
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